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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】被検者の血圧を非接触で瞬時に推定することが
できる血圧推定システムを提供する。
【解決手段】被検者の顔面画像を取得する顔面画像取得
部と、前記顔面画像の空間的特徴量に基づいて前記被検
者の血圧を推定する血圧推定部と、を有する。前記血圧
推定部は、顔面画像の独立成分の重み時系列と血圧との
関係を示す相関データを記憶した相関データ記憶部と、
前記顔面画像取得部により取得した顔面画像を独立成分
分析することにより、前記空間的特徴量として、当該顔
面画像の独立成分の重み時系列を抽出する空間的特徴量
抽出部と、前記空間的特徴量抽出部により抽出された重
み時系列に対応する血圧の値を前記相関データから判定
する血圧判定部と、前記血圧判定部が判定した値を、前
記被検者の血圧の推定値として出力する推定血圧値出力
部と、を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の顔面画像を非接触状態で取得する顔面画像取得部と、
　前記顔面画像の空間的特徴量に基づいて前記被検者の血圧を推定する血圧推定部と、を
有することを特徴とする血圧推定システム。
【請求項２】
　請求項１記載の血圧推定システムにおいて、
　前記血圧推定部は、
　顔面画像の独立成分の重み時系列と血圧との関係を示す相関データを記憶した相関デー
タ記憶部と、
　前記顔面画像取得部により取得した顔面画像を独立成分分析することにより、前記空間
的特徴量として、当該顔面画像の独立成分の重み時系列を抽出する空間的特徴量抽出部と
、
　前記空間的特徴量抽出部により抽出された重み時系列に対応する血圧の値を前記相関デ
ータから判定する血圧判定部と、
　前記血圧判定部が判定した値を、前記被検者の血圧の推定値として出力する推定血圧値
出力部と、を有することを特徴とする、血圧推定システム。
【請求項３】
　請求項１記載の血圧推定システムにおいて、
　前記血圧推定部は、
　顔面画像の独立成分の重み時系列及びその微分値と血圧との関係を示す相関データを記
憶した相関データ記憶部と、
　前記顔面画像取得部により取得した顔面画像を独立成分分析することにより、前記空間
的特徴量として、当該顔面画像の独立成分の重み時系列を算出する重み時系列算出部と、
　前記重み時系列算出部により算出された重み時系列の微分値を算出する重み時系列微分
算出部と、
　前記重み時系列算出部により算出された重み時系列及び前記重み時系列微分算出部によ
り算出された重み時系列の微分値に対応する血圧の値を前記相関データから判定する血圧
判定部と、
　前記血圧判定部が判定した値を、前記被検者の血圧の推定値として出力する推定血圧値
出力部と、を有することを特徴とする、血圧推定システム。
【請求項４】
　前記重み時系列の微分値は、前記重み時系列の１階微分及び２階微分を含み、
　前記重み時系列微分算出部は、前記重み時系列の１階微分及び２階微分を算出すること
を特徴とする、請求項３に記載の血圧推定システム。
【請求項５】
　前記顔面画像は、顔面熱画像又は顔面可視画像であることを特徴とする、請求項２から
４のいずれか一項に記載の血圧推定システム。
【請求項６】
　請求項１記載の血圧推定システムにおいて、
　前記血圧推定部は、
　２段階又は３段階からなる血圧段階に対応する判定用の空間的特徴量を記憶している判
定用特徴量記憶部と、
　前記顔面画像取得部により取得した顔面画像の空間的特徴量を抽出する空間的特徴量抽
出部と、
　前記空間的特徴量抽出部により抽出された空間的特徴量と前記判定用の空間的特徴量と
に基づいて、前記被検者の血圧段階を判定する血圧段階判定部と、
　前記血圧段階判定部による判定結果を、前記被検者の血圧段階の推定結果として出力す
る推定血圧段階出力部と、を有することを特徴とする、血圧推定システム。
【請求項７】
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　請求項６に記載の血圧推定システムにおいて、
　前記判定用特徴量記憶部に記憶されている前記判定用の空間的特徴量は、機械学習部に
より抽出された空間的特徴量であり、
　前記機械学習部は、
　２段階又は３段階からなる血圧段階のそれぞれに対応してラベル付けされた複数の学習
用顔面画像を記憶している学習用データ記憶部と、
　前記学習用顔面画像の空間的特徴量を学習済モデルを用いて抽出する特徴量抽出部と、
　前記特徴量抽出部による抽出結果とその抽出対象とされた前記学習用顔面画像に付され
ているラベルとの関係に基づいて、前記特徴量抽出部による前記空間的特徴量の抽出精度
が高くなるように前記学習済モデルのネットワークパラメータを変更する特徴量学習部と
、を有することを特徴とする、血圧推定システム。
【請求項８】
　前記顔面画像は、顔面熱画像または顔面可視画像であることを特徴とする請求項７に記
載の血圧推定システム。
【請求項９】
　２段階又は３段階からなる血圧段階のそれぞれに対応してラベル付けされた複数の学習
用顔面画像を記憶している学習用データ記憶部と、
　前記学習用顔面画像の空間的特徴量を学習済モデルを用いて抽出する特徴量抽出部と、
　前記特徴量抽出部による抽出結果とその抽出対象とされた前記学習用顔面画像に付され
ているラベルとの関係に基づいて、前記特徴量抽出部による前記空間的特徴量の抽出精度
が高くなるように前記学習済モデルのネットワークパラメータを変更する特徴量学習部と
、を有する学習装置。
【請求項１０】
　被検者の顔面画像を取得する顔面画像取得ステップと、
　前記顔面画像の空間的特徴量に基づいて前記被検者の血圧を推定する血圧推定ステップ
と、を有することを特徴とする血圧推定方法。
【請求項１１】
　請求項１０記載の血圧推定方法において、
　前記血圧推定ステップは、
　顔面画像の独立成分の重み時系列と血圧との関係を示す相関データを記憶する相関デー
タ記憶ステップと、
　前記被検者の顔面画像を独立成分分析することにより、前記空間的特徴量として、当該
顔面画像の独立成分の重み時系列を抽出する空間的特徴量抽出ステップと、
　前記空間的特徴量抽出ステップにより抽出された重み時系列に対応する血圧の値を前記
相関データから判定する血圧判定ステップと、
　前記血圧判定ステップによる判定結果を、前記被検者の血圧の推定値として出力する推
定血圧値出力ステップと、を有することを特徴とする、血圧推定方法。
【請求項１２】
　請求項１０記載の血圧推定方法において、
　前記血圧推定ステップは、
　顔面画像の独立成分の重み時系列及びその微分値と血圧との関係を示す相関データを記
憶する相関データ記憶ステップと、
　前記顔面画像取得ステップにより取得した顔面画像を独立成分分析することにより、前
記空間的特徴量として、当該顔面画像の独立成分の重み時系列を算出する重み時系列算出
ステップと、
　前記重み時系列算出ステップにより算出された重み時系列の微分値を算出する重み時系
列微分算出ステップと、
　前記重み時系列算出ステップにより算出された重み時系列及び前記重み時系列微分算出
部により算出された重み時系列の微分値に対応する血圧の値を前記相関データから判定す
る血圧判定ステップと、
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　前記血圧判定ステップが判定した値を、前記被検者の血圧の推定値として出力する推定
血圧値出力ステップと、を有することを特徴とする、血圧推定方法。
【請求項１３】
　前記重み時系列の微分値は、前記重み時系列の１階微分及び２階微分を含み、
　前記重み時系列微分算出ステップは、前記重み時系列の１階微分及び２階微分を算出す
るステップであることを特徴とする、請求項１２に記載の血圧推定方法。
【請求項１４】
　請求項１０記載の血圧推定方法において、
　前記血圧推定ステップは、
　２段階又は３段階からなる血圧段階に対応する判定用の空間的特徴量を記憶する判定用
特徴量記憶ステップと、
　前記被検者の顔面画像の空間的特徴量と前記判定用の空間的特徴量とに基づいて、前記
被検者の血圧段階を判定する血圧段階判定ステップと、
　前記血圧段階判定ステップによる判定結果を、前記被検者の血圧段階の推定結果として
出力する推定血圧段階出力ステップと、を有することを特徴とする、血圧推定方法。
【請求項１５】
　２段階又は３段階からなる血圧段階のそれぞれに対応してラベル付けされた複数の学習
用顔面画像を記憶する学習用データ記憶ステップと、
　前記学習用顔面画像の空間的特徴量を学習済モデルを用いて抽出する特徴量抽出ステッ
プと、
　前記特徴量抽出ステップによる抽出結果とその抽出対象とされた前記学習用顔面画像に
付されているラベルとの関係に基づいて、前記特徴量抽出ステップによる前記空間的特徴
量の抽出精度が高くなるように前記学習済モデルのネットワークパラメータを変更する特
徴量学習ステップと、を有する学習方法。
【請求項１６】
　コンピュータを被検者の血圧を推定する手段として機能させるためのプログラムであっ
て、
　顔面画像の独立成分の重み時系列と血圧との関係を示す相関データを記憶する相関デー
タ記憶ステップと、
　被検者の顔面画像を取得する顔面画像取得ステップと、
　前記顔面画像取得ステップにより取得した顔面画像を独立成分分析することにより、当
該顔面画像の空間的特徴量として、当該顔面画像の独立成分の重み時系列を抽出する空間
的特徴量抽出部と、
　前記空間的特徴量抽出ステップにより抽出した重み時系列に対応する血圧の値を前記相
関データから求め、その値を、前記被検者の血圧の推定値として出力する推定血圧値出力
ステップと、を有することを特徴とするプログラム。
【請求項１７】
　コンピュータを被検者の血圧を推定する手段として機能させるためのプログラムであっ
て、
　顔面画像の独立成分の重み時系列及びその微分値と血圧との関係を示す相関データを記
憶する相関データ記憶ステップと、
　前記顔面画像取得ステップにより取得した顔面画像を独立成分分析することにより、前
記空間的特徴量として、当該顔面画像の独立成分の重み時系列を算出する重み時系列算出
ステップと、
　前記重み時系列算出ステップにより算出された重み時系列の微分値を算出する重み時系
列微分算出ステップと、
　前記重み時系列算出ステップにより算出された重み時系列及び前記重み時系列微分算出
部により算出された重み時系列の微分値に対応する血圧の値を前記相関データから判定す
る血圧判定ステップと、
　前記血圧判定ステップが判定した値を、前記被検者の血圧の推定値として出力する推定
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血圧値出力ステップと、を有することを特徴とするプログラム。
【請求項１８】
　前記重み時系列の微分値は、前記重み時系列の１階微分及び２階微分を含み、
　前記重み時系列微分算出ステップは、前記重み時系列の１階微分及び２階微分を算出す
るステップであることを特徴とする、請求項１７に記載のプログラム。
【請求項１９】
　コンピュータを被検者の血圧を推定する手段として機能させるためのプログラムであっ
て、
　２段階又は３段階からなる血圧段階に対応する判定用の空間的特徴量を記憶する判定用
特徴量記憶ステップと、
　被検者の顔面画像を取得する顔面画像取得ステップと、
　前記顔面画像取得ステップにより取得した顔面画像と前記判定用の空間的特徴量とに基
づいて、前記被検者の血圧段階を判定する血圧段階判定ステップと、
　前記血圧段階判定ステップによる判定結果を、前記被検者の血圧段階の推定結果として
出力する推定血圧段階出力ステップと、を有することを特徴とするプログラム。
【請求項２０】
　２段階又は３段階からなる血圧段階のそれぞれに対応してラベル付けされた複数の学習
用顔面画像を記憶する学習用データ記憶ステップと、
　前記学習用顔面画像から前記顔面画像の空間的特徴量を学習済モデルを用いて抽出する
特徴量抽出ステップと、
　前記特徴量抽出ステップによる抽出結果とその抽出対象とされた前記学習用顔面画像に
付されているラベルとの関係に基づいて、前記特徴量抽出ステップによる前記空間的特徴
量の抽出精度が高くなるように前記学習済モデルのネットワークパラメータを変更する学
習ステップと、を有し、
　前記判定用特徴量記憶ステップは、前記特徴量抽出ステップにより抽出した前記空間的
特徴量を記憶するステップである、請求項１９に記載のプログラム。
【請求項２１】
　コンピュータを被検者の血圧を推定するための学習装置として機能させるためのプログ
ラムであって、
　２段階又は３段階からなる血圧段階のそれぞれに対応してラベル付けされた複数の学習
用顔面画像を記憶する学習用データ記憶ステップと、
　前記学習用顔面画像の空間的特徴量を学習済モデルを用いて抽出する特徴量抽出ステッ
プと、
　前記特徴量抽出ステップによる抽出結果とその抽出対象とされた前記学習用顔面画像に
付されているラベルとの関係に基づいて、前記特徴量抽出ステップによる前記空間的特徴
量の抽出精度が高くなるように前記学習済モデルのネットワークパラメータを変更する特
徴量学習ステップと、を有することを特徴とするプログラム。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検者の血圧を非接触で推定する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　被検者の血圧を非接触で推定する技術は公知である。特許文献１には、被検者の肌画像
の輝度の時間変化から脈波タイミングを算出するとともに、被検者と受信アンテナとの距
離の時間変化から心拍タイミングを算出し、脈波タイミングと心拍タイミングとの時間差
に基づいて、被検者の血圧を推定するシステムが記載されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－７７８９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１の技術では、被検者の肌画像を取得するための撮像手段に加えて、
脈波タイミングを算出するための算出手段、被検者の肌との距離を測定するための受信ア
ンテナを含む測距手段および心拍タイミングを算出するための算出手段を必要とするため
システム構成の規模が大きいものになる。
【０００５】
　また、特許文献１の技術では、被検者の肌画像の輝度の時間変化の情報すなわち、肌画
像の時間的特徴量と、被検者と受信アンテナとの距離の時間変化の情報すなわち、肌の位
置の時間的特徴量とに基づいて血圧推定を行うため、一回の血圧推定ごとに、肌画像の時
間的特徴量および肌の位置の時間的特徴量を抽出するための所要時間を必要とする。この
ため、被検者の血圧を瞬時に推定するということはできない。
【０００６】
　本発明は、被検者の血圧を非接触で瞬時に推定することができる血圧推定システム、血
圧推定方法、学習装置、学習方法およびそれらをコンピュータを用いて実現するためのプ
ログラムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、請求項１の血圧推定システムは、被検者の顔面画像を非接
触状態で取得する顔面画像取得部と、前記顔面画像の空間的特徴量に基づいて前記被検者
の血圧を推定する血圧推定部と、を有することを特徴としている。
【０００８】
　この血圧推定システムは、被検者の顔面画像を取得し、その顔面画像の空間的特徴量に
基づいて当該被検者の血圧を推定する。
【０００９】
　また、請求項２の血圧推定システムは、請求項１に記載の血圧推定システムにおいて、
前記血圧推定部は、顔面画像の独立成分の重み時系列と血圧との関係を示す相関データを
記憶した相関データ記憶部と、前記顔面画像取得部により取得した顔面画像を独立成分分
析することにより、前記空間的特徴量として、当該顔面画像の独立成分の重み時系列を抽
出する空間的特徴量抽出部と、前記空間的特徴量抽出部により抽出された重み時系列に対
応する血圧の値を前記相関データから判定する血圧判定部と、前記血圧判定部が判定した
値を、前記被検者の血圧の推定値として出力する推定血圧値出力部と、を有することを特
徴とする。
【００１０】
　この血圧推定システムは、被検者の顔面画像を独立成分分析することにより、当該顔面
画像の独立成分の重み時系列を抽出し、その抽出された重み時系列に対応する血圧の値を
相関データから判定し、その値を、被検者の血圧の推定値として出力する。
【００１１】
　また、請求項３の血圧推定システムは、請求項１の記載の血圧推定システムにおいて、
前記血圧推定部は、顔面画像の独立成分の重み時系列及びその微分値と血圧との関係を示
す相関データを記憶した相関データ記憶部と、前記顔面画像取得部により取得した顔面画
像を独立成分分析することにより、前記空間的特徴量として、当該顔面画像の独立成分の
重み時系列を算出する重み時系列算出部と、前記重み時系列算出部により算出された重み
時系列の微分値を算出する重み時系列微分算出部と、前記重み時系列算出部により算出さ
れた重み時系列及び前記重み時系列微分算出部により算出された重み時系列の微分値に対
応する血圧の値を前記相関データから判定する血圧判定部と、前記血圧判定部が判定した
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値を、前記被検者の血圧の推定値として出力する推定血圧値出力部と、を有することを特
徴とする。
【００１２】
　この血圧推定システムは、被検者の顔面画像を独立成分分析することにより、当該顔面
画像の独立成分の重み時系列を算出し、さらにその重み時系列の微分値を算出する。そし
て、重み時系列及びその微分値に対応する血圧の値を相関データから判定し、その値を被
検者の血圧の推定値として出力する。
【００１３】
　また、請求項４の血圧推定システムは、請求項３に記載の血圧推定システムにおいて、
前記重み時系列の微分値は、前記重み時系列の１階微分及び２階微分を含み、前記重み時
系列微分算出部は、前記重み時系列の１階微分及び２階微分を算出することを特徴とする
。
【００１４】
　この血圧推定システムは、重み時系列とその１階微分及び２階微分とに対応する血圧の
値を相関データから判定し、その値を被検者の血圧の推定値として出力する。
【００１５】
　また、請求項５の血圧推定システムは、請求項２から４のいずれか一項に記載の血圧推
定システムにおいて、前記顔面画像は、顔面熱画像又は顔面可視画像であることを特徴と
する。
【００１６】
　この血圧推定システムは、被検者の顔面熱画像又は顔面可視画像を取得し、その顔面熱
画像又は顔面可視画像の空間的特徴量に基づいて当該被検者の血圧を推定する。
　顔面熱画像の取得には、赤外線サーモグラフィが使用される。顔面熱画像とは、被験者
の顔面から放射される赤外線を分析し、熱分布を図として表した画像である。顔面可視画
像の取得には、一般に広く使用されているカメラ、即ち、結像するための光学系を有し映
像を撮影するための装置が使用される。
【００１７】
　また、請求項６の血圧推定システムは、請求項１に記載の血圧推定システムにおいて、
前記血圧推定部は、２段階又は３段階からなる血圧段階に対応する判定用の空間的特徴量
を記憶している判定用空間的特徴量記憶部と、前記顔面画像取得部により取得した顔面画
像の空間的特徴量を抽出する空間的特徴量抽出部と、前記空間的特徴量抽出部により抽出
された空間的特徴量と前記判定用の空間的特徴量とに基づいて、前記被検者の血圧段階を
判定する血圧段階判定部と、前記血圧段階判定部による判定結果を、前記被検者の血圧段
階の推定結果として出力する推定血圧段階出力部と、を有することを特徴とする。
【００１８】
　この血圧推定システムは、被検者の顔面画像の空間的特徴量を抽出し、その抽出した空
間的特徴量と判定用の空間的特徴量とに基づいて、被検者の血圧段階を判定し、その判定
結果を、被検者の血圧段階の推定結果として出力する。
【００１９】
　また、請求項７の血圧推定システムは、請求項６に記載の血圧推定システムにおいて、
前記判定用特徴量記憶部に記憶されている前記判定用の空間的特徴量は、機械学習部によ
り抽出された空間的特徴量であり、前記機械学習部は、２段階又は３段階からなる血圧段
階のそれぞれに対応してラベル付けされた複数の学習用顔面画像を記憶している学習用デ
ータ記憶部と、前記学習用顔面画像の空間的特徴量を学習済モデルを用いて抽出する特徴
量抽出部と、前記特徴量抽出部による抽出結果とその抽出対象とされた前記学習用顔面画
像に付されているラベルとの関係に基づいて、前記特徴量抽出部による前記空間的特徴量
の抽出精度が高くなるように前記学習済モデルのネットワークパラメータを変更する特徴
量学習部と、を有することを特徴とする。
【００２０】
　この血圧推定システムは、機械学習部により抽出された空間的特徴量を、判定用の空間
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的特徴量として用いる。機械学習部は、２段階又は３段階からなる血圧段階のそれぞれに
対応してラベル付けされた複数の学習用顔面画像を記憶し、学習用顔面画像から被検者の
顔面画像の空間的特徴量を学習済モデルを用いて抽出し、その抽出結果と抽出対象とされ
た学習用顔面画像に付されているラベルとの関係に基づいて、被検者の顔面画像の空間的
特徴量の抽出精度が高くなるように学習済モデルのネットワークパラメータを変更する。
【００２１】
　また、請求項８の血圧推定システムは、請求項７に記載の血圧推定システムにおいて、
前記顔面画像は、顔面熱画像または顔面可視画像であることを特徴とする。
【００２２】
　この血圧推定システムは、被検者の顔面熱画像または顔面可視画像の空間的特徴量を抽
出し、その抽出した空間的特徴量と判定用の空間的特徴量とに基づいて、被検者の血圧段
階を判定し、その判定結果を、被検者の血圧段階の推定結果として出力する。
【００２３】
　請求項９の学習装置は、２段階又は３段階からなる血圧段階のそれぞれに対応してラベ
ル付けされた複数の学習用顔面画像を記憶している学習用データ記憶部と、前記学習用顔
面画像の空間的特徴量を学習済モデルを用いて抽出する特徴量抽出部と、前記特徴量抽出
部による抽出結果とその抽出対象とされた前記学習用顔面画像に付されているラベルとの
関係に基づいて、前記特徴量抽出部による前記空間的特徴量の抽出精度が高くなるように
前記学習済モデルのネットワークパラメータを変更する特徴量学習部と、を有することを
特徴とする。
【００２４】
　この学習装置は、２段階又は３段階からなる血圧段階のそれぞれに対応してラベル付け
された複数の学習用顔面画像を記憶し、学習用顔面画像から被検者の顔面画像の空間的特
徴量を学習済モデルを用いて抽出し、その抽出結果とその抽出対象とされた学習用顔面画
像に付されているラベルとの関係に基づいて、被検者の顔面画像の空間的特徴量の抽出精
度が高くなるように学習済モデルのネットワークパラメータを変更する。
【００２５】
　請求項１０の血圧推定方法は、被検者の顔面画像を取得する顔面画像取得ステップと、
前記顔面画像の空間的特徴量に基づいて前記被検者の血圧を推定する血圧推定ステップと
、を有することを特徴とする。
【００２６】
　この血圧推定方法では、被検者の顔面画像を取得し、その顔面画像の空間的特徴量に基
づいて当該被検者の血圧を推定する。
【００２７】
　また、請求項１１の血圧推定方法は、請求項１０記載の血圧推定方法において、前記血
圧推定ステップは、顔面画像の独立成分の重み時系列と血圧との関係を示す相関データを
記憶する相関データ記憶ステップと、前記被検者の顔面画像を独立成分分析することによ
り、前記空間的特徴量として、当該顔面画像の独立成分の重み時系列を抽出する空間的特
徴量抽出ステップと、前記空間的特徴量抽出ステップにより抽出された重み時系列に対応
する血圧の値を前記相関データから判定する血圧判定ステップと、前記血圧判定ステップ
による判定結果を、前記被検者の血圧の推定値として出力する推定血圧値出力ステップと
、を有することを特徴とする。
【００２８】
　この血圧推定方法では、被検者の顔面画像を独立成分分析することにより、当該顔面画
像の独立成分の重み時系列を抽出し、その抽出された重み時系列に対応する血圧の値を相
関データから判定し、その値を、被検者の血圧の推定値として出力する。
【００２９】
　また、請求項１２の血圧推定方法は、請求項１０記載の血圧推定方法において、前記血
圧推定ステップは、顔面画像の独立成分の重み時系列及びその微分値と血圧との関係を示
す相関データを記憶する相関データ記憶ステップと、前記顔面画像取得ステップにより取
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得した顔面画像を独立成分分析することにより、前記空間的特徴量として、当該顔面画像
の独立成分の重み時系列を算出する重み時系列算出ステップと、前記重み時系列算出ステ
ップにより算出された重み時系列の微分値を算出する重み時系列微分算出ステップと、前
記重み時系列算出ステップにより算出された重み時系列及び前記重み時系列微分算出部に
より算出された重み時系列の微分値に対応する血圧の値を前記相関データから判定する血
圧判定ステップと、前記血圧判定ステップが判定した値を、前記被検者の血圧の推定値と
して出力する推定血圧値出力ステップと、を有することを特徴とする。
【００３０】
　この血圧推定方法では、被検者の顔面画像を独立成分分析することにより、当該顔面画
像の独立成分の重み時系列を算出し、さらにその重み時系列の微分値を算出する。そして
、重み時系列及びその微分値に対応する血圧の値を相関データから判定し、その値を被検
者の血圧の推定値として出力する。
【００３１】
　また、請求項１３の血圧推定方法は、請求項１２に記載の血圧推定システムにおいて、
前記重み時系列の微分値は、前記重み時系列の１階微分及び２階微分を含み、前記重み時
系列微分算出部は、前記重み時系列の１階微分及び２階微分を算出することを特徴とする
。
【００３２】
　この血圧推定方法では、重み時系列とその１階微分及び２階微分とに対応する血圧の値
を相関データから判定し、その値を被検者の血圧の推定値として出力する。
【００３３】
　また、請求項１４の血圧推定方法は、請求項１０記載の血圧推定方法において、前記血
圧推定ステップは、２段階又は３段階からなる血圧段階に対応する判定用の空間的特徴量
を記憶する判定用特徴量記憶ステップと、前記被検者の顔面画像の空間的特徴量と前記判
定用の空間的特徴量とに基づいて、前記被検者の血圧段階を判定する血圧段階判定ステッ
プと、前記血圧段階判定ステップによる判定結果を、前記被検者の血圧段階の推定結果と
して出力する推定血圧段階出力ステップと、を有することを特徴とする。
【００３４】
　この血圧推定方法では、被検者の顔面画像の空間的特徴量を抽出し、その抽出した空間
的特徴量と判定用の空間的特徴量とに基づいて、被検者の血圧段階を判定し、その判定結
果を、被検者の血圧段階の推定結果として出力する。
【００３５】
　請求項１５の学習方法は、２段階又は３段階からなる血圧段階のそれぞれに対応してラ
ベル付けされた複数の学習用顔面画像を記憶する学習用データ記憶ステップと、前記学習
用顔面画像の空間的特徴量を学習済モデルを用いて抽出する特徴量抽出ステップと、前記
特徴量抽出ステップによる抽出結果とその抽出対象とされた前記学習用顔面画像に付され
ているラベルとの関係に基づいて、前記特徴量抽出ステップによる前記空間的特徴量の抽
出精度が高くなるように前記学習済モデルのネットワークパラメータを変更する特徴量学
習ステップと、を有することを特徴とする。
【００３６】
　この学習方法では、２段階又は３段階からなる血圧段階のそれぞれに対応してラベル付
けされた複数の学習用顔面画像を記憶し、学習用顔面画像から被検者の顔面画像の空間的
特徴量を学習済モデルを用いて抽出し、その抽出結果とその抽出対象とされた学習用顔面
画像に付されているラベルとの関係に基づいて、被検者の顔面画像の空間的特徴量の抽出
精度が高くなるように学習済モデルのネットワークパラメータを変更する。
【００３７】
　請求項１６のプログラムは、コンピュータを被検者の血圧を推定する手段として機能さ
せるためのプログラムであって、顔面画像の独立成分の重み時系列と血圧との関係を示す
相関データを記憶する相関データ記憶ステップと、被検者の顔面画像を取得する顔面画像
取得ステップと、前記顔面画像取得ステップにより取得した顔面画像を独立成分分析する
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ことにより、当該顔面画像の空間的特徴量として、当該顔面画像の独立成分の重み時系列
を抽出する空間的特徴量抽出部と、前記空間的特徴量抽出ステップにより抽出した重み時
系列に対応する血圧の値を前記相関データから求め、その値を、前記被検者の血圧の推定
値として出力する推定血圧値出力ステップと、を有することを特徴とする。
【００３８】
　このプログラムは、これが一又は互いに連携して働く複数のコンピュータにインストー
ルされ実行されることにより、当該一又は複数のコンピュータからなるシステムを、被検
者の顔面画像を独立成分分析することにより、当該顔面画像の独立成分の重み時系列を抽
出し、その抽出された重み時系列に対応する血圧の値を相関データから判定し、その値を
、被検者の血圧の推定値として出力する手段として機能させる。
【００３９】
　また、請求項１７のプログラムは、コンピュータを被検者の血圧を推定する手段として
機能させるためのプログラムであって、顔面画像の独立成分の重み時系列及びその微分値
と血圧との関係を示す相関データを記憶する相関データ記憶ステップと、
　前記顔面画像取得ステップにより取得した顔面画像を独立成分分析することにより、前
記空間的特徴量として、当該顔面画像の独立成分の重み時系列を算出する重み時系列算出
ステップと、前記重み時系列算出ステップにより算出された重み時系列の微分値を算出す
る重み時系列微分算出ステップと、前記重み時系列算出ステップにより算出された重み時
系列及び前記重み時系列微分算出部により算出された重み時系列の微分値に対応する血圧
の値を前記相関データから判定する血圧判定ステップと、前記血圧判定ステップが判定し
た値を、前記被検者の血圧の推定値として出力する推定血圧値出力ステップと、を有する
ことを特徴とする。
【００４０】
　このプログラムは、これが一又は互いに連携して働く複数のコンピュータにインストー
ルされ実行されることにより、当該一又は複数のコンピュータからなるシステムを、被検
者の顔面画像を独立成分分析することにより、当該顔面画像の独立成分の重み時系列を算
出し、さらにその重み時系列の微分値を算出し、重み時系列及びその微分値に対応する血
圧の値を相関データから判定し、その値を被検者の血圧の推定値として出力する手段とし
て機能させる。
【００４１】
　また、請求項１８のプログラムは、請求項１７に記載のプログラムにおいて、前記重み
時系列の微分値は、前記重み時系列の１階微分及び２階微分を含み、前記重み時系列微分
算出ステップは、前記重み時系列の１階微分及び２階微分を算出するステップであること
を特徴とする。
【００４２】
　このプログラムは、これが一又は互いに連携して働く複数のコンピュータにインストー
ルされ実行されることにより、重み時系列とその１階微分及び２階微分に対応する血圧の
値を相関データから判定し、その値を被検者の血圧の推定値として出力する手段として機
能させる。
【００４３】
　また、請求項１９のプログラムは、コンピュータを被検者の血圧を推定する手段として
機能させるためのプログラムであって、２段階又は３段階からなる血圧段階に対応する判
定用の空間的特徴量を記憶する判定用特徴量記憶ステップと、被検者の顔面画像を取得す
る顔面画像取得ステップと、前記顔面画像取得ステップにより取得した顔面画像と前記判
定用の空間的特徴量とに基づいて、前記被検者の血圧段階を判定する血圧段階判定ステッ
プと、前記血圧段階判定ステップによる判定結果を、前記被検者の血圧段階の推定結果と
して出力する推定血圧段階出力ステップと、を有することを特徴とする。
【００４４】
　このプログラムは、これが一又は互いに連携して働く複数のコンピュータにインストー
ルされ実行されることにより、当該一又は複数のコンピュータからなるシステムを、被検
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者の顔面画像の空間的特徴量を抽出し、その抽出した空間的特徴量と判定用の空間的特徴
量とに基づいて、被検者の血圧段階を判定し、その判定結果を、被検者の血圧段階の推定
結果として出力する手段として機能させる。
【００４５】
　また、請求項２０のプログラムは、請求項１９に記載のプログラムにおいて、２段階又
は３段階からなる血圧段階のそれぞれに対応してラベル付けされた複数の学習用顔面画像
を記憶する学習用データ記憶ステップと、前記学習用顔面画像から前記顔面画像の空間的
特徴量を学習済モデルを用いて抽出する特徴量抽出ステップと、前記特徴量抽出ステップ
による抽出結果とその抽出対象とされた前記学習用顔面画像に付されているラベルとの関
係に基づいて、前記特徴量抽出ステップによる前記空間的特徴量の抽出精度が高くなるよ
うに前記学習済モデルのネットワークパラメータを変更する学習ステップと、を有し、前
記判定用特徴量記憶ステップは、前記特徴量抽出ステップにより抽出した前記空間的特徴
量を記憶するステップであることを特徴とする。
【００４６】
　このプログラムは、これが一又は互いに連携して働く複数のコンピュータにインストー
ルされ実行されることにより、２段階又は３段階からなる血圧段階のそれぞれに対応して
ラベル付けされた複数の学習用顔面画像を記憶し、学習用顔面画像の空間的特徴量を学習
済モデルを用いて抽出し、その抽出結果とその抽出対象とされた学習用顔面画像に付され
ているラベルとの関係に基づいて、空間的特徴量の抽出精度が高くなるように学習済モデ
ルのネットワークパラメータを変更するともに、抽出した空間的特徴量を記憶する手段と
して機能させる。
【００４７】
　また、請求項２１のプログラムは、コンピュータを被検者の血圧を推定するための学習
装置として機能させるためのプログラムであって、２段階又は３段階からなる血圧段階の
それぞれに対応してラベル付けされた複数の学習用顔面画像を記憶する学習用データ記憶
ステップと、前記学習用顔面画像の空間的特徴量を学習済モデルを用いて抽出する特徴量
抽出ステップと、前記特徴量抽出ステップによる抽出結果とその抽出対象とされた前記学
習用顔面画像に付されているラベルとの関係に基づいて、前記特徴量抽出ステップによる
前記空間的特徴量の抽出精度が高くなるように前記学習済モデルのネットワークパラメー
タを変更する特徴量学習ステップと、を有することを特徴とする。
【００４８】
　このプログラムは、これが一又は互いに連携して働く複数のコンピュータにインストー
ルされ実行されることにより、当該一又は複数のコンピュータからなるシステムを、２段
階又は３段階からなる血圧段階のそれぞれに対応してラベル付けされた複数の学習用顔面
画像を記憶し、それらの学習用顔面画像から被検者の顔面画像の空間的特徴量を学習済モ
デルを用いて抽出し、その抽出結果とその抽出対象とされた学習用顔面画像に付されてい
るラベルとの関係に基づいて、被検者の顔面画像の空間的特徴量の抽出精度が高くなるよ
うに学習済モデルのネットワークパラメータを変更する学習装置として機能させる。
【発明の効果】
【００４９】
　請求項１の血圧推定システムによれば、非接触状態で取得した被検者の顔面画像の空間
的特徴量に基づいて当該被検者の血圧を推定することにより、被検者の血圧を非接触で瞬
時に推定することができる。
【００５０】
　即ち、例えば特許文献１に記載の従来技術では、被検者の肌画像の輝度の時間変化の情
報すなわち、肌画像の時間的特徴量と、被検者と受信アンテナとの距離の時間変化の情報
すなわち、肌の位置の時間的特徴量とに基づいて血圧推定を行うため、一回の血圧推定ご
とに、肌画像の時間的特徴量および肌の位置の時間的特徴量を抽出するための所要時間を
必要とし、被検者の血圧を瞬時に推定するということはできないが、請求項１記載の発明
にあっては、非接触状態で取得した被検者の顔面画像の空間的特徴量に基づいて当該被検
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者の血圧を推定するように構成されていることから、顔面画像の空間的特徴量の情報処理
のみで被験者の血圧推定を行うことができるため、従来技術のように一回の血圧推定ごと
に、肌画像の時間的特徴量および肌の位置の時間的特徴量を抽出するための所要時間を要
することなく、被験者の顔面画像を取得した後、瞬時にかつ正確に血圧推定を行うことが
できる。
【００５１】
　また、例えば特許文献１に記載の従来技術にあっては、被検者の肌画像を取得するため
の撮像手段に加えて、脈波タイミングを算出するための算出手段、被検者の肌との距離を
測定するための受信アンテナを含む測距手段および心拍タイミングを算出するための算出
手段を必要とするためシステム構成の規模が大きいものになっていたが、請求項１記載の
発明にあっては、被検者の顔面画像を非接触状態で取得する顔面画像取得部と、前記顔面
画像の空間的特徴量に基づいて前記被検者の血圧を推定する血圧推定部とにより血圧推定
システムを構成するものであることからシステム構成を簡易にすることができ、システム
構成に要するコストを低減することもできる。
【００５２】
　請求項２の血圧推定システムによれば、被検者の顔面画像の独立成分の重み時系列に基
づいて、被検者の血圧を非接触で瞬時かつ正確に推定することができる。
【００５３】
　請求項３の血圧推定システムによれば、被検者の顔面画像の独立成分の重み時系列に基
づいて、被検者の血圧を非接触で瞬時かつ正確に推定することができる。さらに、この血
圧推定システムによれば、被検者の顔面画像の独立成分の重み時系列の微分値に基づいて
、空間的特徴量のその後の変化率を推定することが可能となるので、被検者のその後の血
圧変化の予測推定が可能となる。
【００５４】
　請求項４の血圧推定システムによれば、重み時系列の１階微分及び２階微分に基づいて
、空間的特徴量のその後の変化率を推定することが可能となるので、被検者のその後の血
圧変化の予測推定を、計算量の著しい増大を招くことなく正確に行うことが可能となる。
即ち、血圧の変化率を精密に分析することができるため、当該測定時以降の血圧の変化を
正確に予測することが可能となる。
【００５５】
　請求項５の血圧推定システムによれば、被検者の顔面熱画像又は顔面可視画像の独立成
分に基づいて、当該被検者の血圧を非接触で瞬時かつ正確に推定することができる。
【００５６】
　請求項６の血圧推定システムによれば、被検者の顔面画像の空間的特徴量に基づいて、
当該被検者の血圧段階を非接触で瞬時かつ正確に推定することができる。
【００５７】
　請求項７の血圧推定システムによれば、被検者の顔面画像の空間的特徴量の抽出精度が
高くなるように学習済モデルのネットワークパラメータを変更することができるので、被
検者の顔面画像の空間的特徴量に基づいて、被検者の血圧段階を非接触で瞬時かつより高
精度に推定することができる。
【００５８】
　請求項８の血圧推定システムによれば、被検者の顔面熱画像または顔面可視画像の空間
的特徴量に基づいて、被検者の血圧段階を非接触で瞬時かつより高精度に推定することが
できる。
【００５９】
　請求項９の学習装置によれば、被検者の顔面画像の空間的特徴量の抽出精度が高くなる
ように学習済モデルのネットワークパラメータを変更することができる。その結果、被検
者の血圧段階を非接触で瞬時かつ、さらに高精度に推定することができる。
【００６０】
　請求項１０の血圧推定方法によれば、被検者の顔面画像の空間的特徴量に基づいて当該
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被検者の血圧を推定することにより、被検者の血圧を非接触で瞬時にかつ正確に推定する
ことができる。
【００６１】
　請求項１１の血圧推定方法によれば、被検者の顔面画像を独立成分の重み時系列に基づ
いて、被検者の血圧を非接触で瞬時にかつ正確に推定することができる。
【００６２】
　請求項１２の血圧推定方法によれば、被検者の顔面画像の独立成分の重み時系列に基づ
いて、被検者の血圧を非接触で瞬時かつ正確に推定することができる。さらに、この血圧
推定方法によれば、被検者の顔面画像の独立成分の重み時系列の微分値に基づいて、空間
的特徴量のその後の変化率を推定することが可能となるので、被検者のその後の血圧変化
の予測推定が可能となる。
【００６３】
　請求項１３の血圧推定方法によれば、重み時系列の１階微分及び２階微分に基づいて、
空間的特徴量のその後の変化率を推定することが可能となるので、被検者のその後の血圧
変化の予測推定をより正確に行うことが可能となる。即ち、血圧の変化率を精密に分析す
ることができるため、当該測定時以降の血圧の変化を正確に予測することが可能となる。
【００６４】
　請求項１４の血圧推定方法によれば、被検者の顔面画像の空間的特徴量に基づいて、当
該被検者の血圧段階を非接触で瞬時に推定することができる。
【００６５】
　請求項１５の学習方法によれば、被検者の顔面画像の空間的特徴量の抽出精度が高くな
るように学習済モデルのネットワークパラメータを変更することができる。
【００６６】
　請求項１６のプログラムによれば、被検者の顔面画像を独立成分分析することにより、
当該顔面画像の独立成分の重み時系列を抽出し、その抽出された重み時系列に対応する血
圧の値を相関データから判定し、その値を、被検者の血圧の推定値として出力する機能を
有する血圧推定システムを、一又は互いに連携して働く複数のコンピュータを用いて実現
することができる。
【００６７】
　請求項１７のプログラムによれば、被検者の顔面画像を独立成分分析することにより、
当該顔面画像の独立成分の重み時系列を算出し、さらにその重み時系列の微分値を算出し
、重み時系列及びその微分値に対応する血圧の値を相関データから判定し、その値を被検
者の血圧の推定値として出力する機能を有する血圧推定システムを、一又は互いに連携し
て働く複数のコンピュータを用いて実現することができる。
【００６８】
　請求項１８のプログラムによれば、重み時系列及びその１階微分及び２階微分に対応す
る血圧の値を相関データから判定し、その値を被検者の血圧の推定値として出力する機能
を有する血圧推定システムを、一又は互いに連携して働く複数のコンピュータを用いて実
現することができる。
【００６９】
　請求項１９のプログラムによれば、被検者の顔面画像の空間的特徴量を抽出し、その抽
出した空間的特徴量と判定用の空間的特徴量とに基づいて、被検者の血圧段階を判定し、
その判定結果を、被検者の血圧段階の推定結果として出力する機能を有する血圧推定シス
テムを、一又は互いに連携して働く複数のコンピュータを用いて実現することができる。
【００７０】
　請求項２０のプログラムによれば、２段階又は３段階からなる血圧段階のそれぞれに対
応してラベル付けされた複数の学習用顔面画像を記憶し、学習用顔面画像の空間的特徴量
を学習済モデルを用いて抽出し、その抽出結果とその抽出対象とされた学習用顔面画像に
付されているラベルとの関係に基づいて、空間的特徴量の抽出精度が高くなるように学習
済モデルのネットワークパラメータを変更するともに、抽出した空間的特徴量を記憶する
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機能を有する血圧推定システムを、一又は互いに連携して働く複数のコンピュータを用い
て実現することができる。
【００７１】
　請求項２１のプログラムによれば、２段階又は３段階からなる血圧段階のそれぞれに対
応してラベル付けされた複数の学習用顔面画像を記憶し、それらの学習用顔面画像から被
検者の顔面画像の空間的特徴量を学習済モデルを用いて抽出し、その抽出結果とその抽出
対象とされた学習用顔面画像に付されているラベルとの関係に基づいて、被検者の顔面画
像の空間的特徴量の抽出精度が高くなるように学習済モデルのネットワークパラメータを
変更する機能を有する学習装置を、一又は互いに連携して働く複数のコンピュータを用い
て実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明に係る第１実施形態の血圧推定システムのブロック図である。
【図２】図１の血圧推定システムの処理内容を示すフローチャートである。
【図３】図２中の血圧推定処理のフローチャートである。
【図４】本発明に係る第２実施形態の血圧推定システムのブロック図である。
【図５】図４の血圧推定システムの処理内容を示すフローチャートである。
【図６】図４中の血圧推定処理のフローチャートである。
【図７】本発明に係る第２実施形態の血圧推定システムのブロック図である。
【図８】図７の血圧推定システムの処理内容を示すフローチャートである。
【図９】図７中の血圧推定処理のフローチャートである。
【図１０】第２実施形態の血圧推定システムにおける学習処理のフローチャートである。
【図１１】実験プロトコルを示す図である。
【図１２】抽出した顔面熱画像（ＦＴＩ）を例示する図である。
【図１３】平均血圧（ＭＢＰ）、心拍出量(ＣＯ）、全末梢血管抵抗（ＴＰＲ）及び心拍
数(ＨＲ）の時系列変動を例示する図である。
【図１４】観測信号から抽出された独立成分と重み時系列とを例示する図である。
【図１５】平均血圧の推定値及び測定結果を例示する図である。
【図１６】抽出した独立成分画像及び対応した重み時系列を例示する図である。
【図１７】個人モデルの導出結果を例示する図である。
【図１８】一般モデルの導出結果を例示する図である。
【図１９】血圧変動実験における平均血圧の時系列と血圧段階を例示する図である（被検
者Ｇ）。
【図２０】血圧変動実験における平均血圧変位を例示する図である。
【図２１】血圧段階推定における混同行列の代表例（被検者Ａ）を示す図である。（ａ）
は２段階推定の混同行列、（ｂ）は３段階推定の混同行列である。
【図２２】血圧段階推定における混同行列の代表例（被検者Ｇ）を示す図である。（ａ）
は２段階推定の混同行列、（ｂ）は３段階推定の混同行列である。
【図２３】血圧変動実験における平均血圧の最高値と最低値との差と、血圧段階推定の正
答率との関係を例示する図である。（ａ）は２段階推定の場合、（ｂ）は３段階推定の場
合である。
【図２４】畳み込み層１層目における特徴マップ（被検者Ａ）を示す図である。（ａ）は
Ｈｉｇｈ　Ｌｅｖｅｌの場合、（ｂ）はＭｉｄｄｌｅ　Ｌｅｖｅｌの場合、（ｃ）はＭｉ
ｄｄｌｅ　Ｌｅｖｅｌの場合である。
【図２５】畳み込み層２層目における特徴マップ（被検者Ａ）を示す図である。（ａ）は
Ｈｉｇｈ　Ｌｅｖｅｌの場合、（ｂ）はＭｉｄｄｌｅ　Ｌｅｖｅｌの場合、（ｃ）はＭｉ
ｄｄｌｅ　Ｌｅｖｅｌの場合である。
【図２６】畳み込み層３層目における特徴マップ（被検者Ａ）を示す図である。（ａ）は
Ｈｉｇｈ　Ｌｅｖｅｌの場合、（ｂ）はＭｉｄｄｌｅ　Ｌｅｖｅｌの場合、（ｃ）はＭｉ
ｄｄｌｅ　Ｌｅｖｅｌの場合である。
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【図２７】畳み込み層１層目における特徴マップ（被検者Ｇ）を示す図である。（ａ）は
Ｈｉｇｈ　Ｌｅｖｅｌの場合、（ｂ）はＭｉｄｄｌｅ　Ｌｅｖｅｌの場合、（ｃ）はＭｉ
ｄｄｌｅ　Ｌｅｖｅｌの場合である。
【図２８】畳み込み層２層目における特徴マップ（被検者Ｇ）を示す図である。（ａ）は
Ｈｉｇｈ　Ｌｅｖｅｌの場合、（ｂ）はＭｉｄｄｌｅ　Ｌｅｖｅｌの場合、（ｃ）はＭｉ
ｄｄｌｅ　Ｌｅｖｅｌの場合である。
【図２９】畳み込み層３層目における特徴マップ（被検者Ｇ）を示す図である。（ａ）は
Ｈｉｇｈ　Ｌｅｖｅｌの場合、（ｂ）はＭｉｄｄｌｅ　Ｌｅｖｅｌの場合、（ｃ）はＭｉ
ｄｄｌｅ　Ｌｅｖｅｌの場合である。
【発明を実施するための形態】
【００７３】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。
［第１実施形態］
［構成］
　図１に示す第１実施形態の血圧推定システム１００は、顔面画像取得装置（顔面画像取
得部）１１０と、血圧推定装置（血圧推定部）１２０と、を有する。
【００７４】
　顔面画像取得装置１１０は、被検者Ｐの顔面画像ＦＩを撮像するための装置である。顔
面画像ＦＩは、顔面熱画像ＦＴＩであっても顔面可視画像ＦＶＩであってもよい。顔面画
像ＦＩが顔面熱画像ＦＴＩである場合には、顔面画像取得装置１１０として、赤外線サー
モグラフィが用いられる。顔面画像ＦＩが顔面可視画像ＦＶＩである場合には、顔面画像
取得装置１１０として、可視画像撮像装置が用いられる。
【００７５】
　血圧推定装置１２０は、本発明に係るプログラムを汎用のコンピュータにインストール
し実行することにより実現される。
【００７６】
　血圧推定装置１２０は、顔面画像ＦＩの空間的特徴量として、顔面画像ＦＩの独立成分
の重み時系列を用い、顔面画像取得装置１１０により取得した顔面画像ＦＩと、顔面画像
ＦＩの独立成分の重み時系列Ａと血圧との関係を示す相関データＣＤとに基づいて、被検
者Ｐの血圧を推定する装置である。
【００７７】
　血圧推定装置１２０は、相関データ記憶部１２１と、空間的特徴量抽出部１２２と、血
圧判定部１２３と、推定血圧値出力部１２４と、を有する。
【００７８】
　相関データ記憶部１２１は、相関データＣＤを記憶している機能ブロックである。
【００７９】
　空間的特徴量抽出部１２２は、顔面画像取得装置１１０により取得した顔面画像ＦＩを
独立成分分析することにより、空間的特徴量として、当該顔面画像ＦＩの独立成分の重み
時系列を抽出する機能ブロックである。
【００８０】
　血圧判定部１２３は、空間的特徴量抽出部１２２により抽出された重み時系列Ａに対応
する血圧の値を相関データＣＤから判定する機能ブロックである。
【００８１】
　推定血圧値出力部１２４は、血圧判定部１２３が判定した値を、被検者Ｐの血圧の推定
値ＥＶとして出力する機能ブロックである。
【００８２】
［動作］
　つぎに、上記のように構成された血圧推定システム１００における処理の流れを、図２
及び図３のフローチャートに従って説明する。
【００８３】
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　図２に示すように、血圧推定システム１００は、顔面画像取得処理Ｓ１と血圧推定処理
Ｓ２とを実行する。
【００８４】
　顔面画像取得処理Ｓ１は、被検者Ｐの顔面画像ＦＩを取得する処理である。
【００８５】
　血圧推定処理Ｓ２は、顔面画像取得処理Ｓ１により取得した被検者Ｐの顔面画像ＦＩの
空間的特徴量に基づいて当該被検者Ｐの血圧を推定する処理である。
【００８６】
　図３に示すように、血圧推定処理Ｓ２には、相関データ記憶処理Ｓ２１と、空間的特徴
量抽出処理Ｓ２２と、血圧判定処理Ｓ２３と、推定血圧値出力処理Ｓ２４と、が含まれる
。
【００８７】
　相関データ記憶処理Ｓ２１は、相関データＣＤを記憶する処理である。
【００８８】
　空間的特徴量抽出処理Ｓ２２は、顔面画像取得処理Ｓ１により取得した被検者Ｐの顔面
画像ＦＩを独立成分分析することにより、顔面画像ＦＩの空間的特徴量として、当該顔面
画像ＦＩの独立成分の重み時系列を抽出する処理である。
【００８９】
　血圧判定処理Ｓ２３は、空間的特徴量抽出処理Ｓ２２により抽出された重み時系列Ａに
対応する血圧の値を相関データＣＤから判定する処理である。
【００９０】
　推定血圧値出力処理Ｓ２４は、血圧判定処理Ｓ２３による判定結果を、被検者Ｐの血圧
の推定値ＥＶとして出力する処理である。
【００９１】
［作用・効果］
　上記のように構成された血圧推定システム１００においては、被検者Ｐの顔面画像ＦＩ
が顔面画像取得装置１１０により撮像される。撮像された顔面画像ＦＩは、血圧推定装置
１２０に入力される。血圧推定装置１２０は、被検者Ｐの顔面画像ＦＩを独立成分分析す
ることにより、当該顔面画像ＦＩの独立成分の重み時系列Ａを抽出し、その抽出された重
み時系列Ａに対応する血圧の値を相関データＣＤから判定し、その値を、被検者Ｐの血圧
の推定値ＥＶとして出力する。
【００９２】
　この血圧推定システム１００によれば、被検者Ｐの顔面画像ＦＩの独立成分の重み時系
列Ａに基づいて、被検者Ｐの血圧を非接触で瞬時にかつ正確に推定することができる。具
体的には、被検者Ｐの顔面画像ＦＩを一枚撮像するのみで、当該被検者Ｐの血圧を瞬時に
かつ正確に推定することが可能となる。
【００９３】
［第２実施形態］
［構成］
　図４に示す第２実施形態の血圧推定システム１５０は、顔面画像取得装置（顔面画像取
得部）１６０と、血圧推定装置（血圧推定部）１７０と、を有する。
【００９４】
　顔面画像取得装置１６０は、被検者Ｐの顔面画像ＦＩを撮像するための装置である。顔
面画像ＦＩは、顔面熱画像ＦＴＩであっても顔面可視画像ＦＶＩであってもよい。顔面画
像ＦＩが顔面熱画像ＦＴＩである場合には、顔面画像取得装置１６０として、赤外線サー
モグラフィが用いられる。顔面画像ＦＩが顔面可視画像ＦＶＩである場合には、顔面画像
取得装置１６０として、可視画像撮像装置が用いられる。
【００９５】
　顔面画像取得装置１６０は、ワンショットで３枚の顔面画像ＦＩを撮像する。ワンショ
ットの時間は、例えば２秒間である。以下、１枚目の画像を「第１画像ＦＩ１」、２枚目
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の画像を第２画像ＦＩ２」、２枚目の画像を「第３画像ＦＩ３」と称す。
【００９６】
　血圧推定装置１７０は、本発明に係るプログラムを汎用のコンピュータにインストール
し実行することにより実現される。
【００９７】
　血圧推定装置１７０は、顔面画像ＦＩの空間的特徴量として、顔面画像ＦＩの独立成分
の重み時系列Ａ、重み時系列Ａの１階微分Ａ´及び重み時系列Ａの２階微分Ａ´´を用い
、これらの値Ａ、Ａ´、Ａ´´と血圧との関係を示す相関データＣＤとに基づいて、被検
者Ｐの血圧を推定する装置である。
【００９８】
　血圧推定装置１７０は、相関データ記憶部１７１と、空間的特徴量抽出部１７２と、血
圧判定部１７３と、推定血圧値出力部１７４と、を有する。
【００９９】
　相関データ記憶部１７１は、相間データＣＤを記憶している機能ブロックである。
【０１００】
　空間的特徴量抽出部１７２は、重み時系列算出部１７２Ａと重み時系列微分算出部１７
２Ｂとを有する。
【０１０１】
　重み時系列算出部１７２Ａは、顔面画像取得装置１６０により取得したワンショットの
３枚の顔面画像ＦＩすなわち、第１画像ＦＩ１、第２画像ＦＩ２及び第３画像ＦＩ３をそ
れぞれ独立成分分析することにより、空間的特徴量として、第１画像ＦＩ１、第２画像Ｆ
Ｉ２及び第３画像ＦＩ３のそれぞれの独立成分の重み時系列Ａを算出する機能ブロックで
ある。以下、第１画像ＦＩ１の重み時系列を「第１重み時系列Ａ１」、第２画像ＦＩ２の
重み時系列を「第２重み時系列Ａ２」、第３画像ＦＩ３の重み時系列を「第３重み時系列
Ａ３」と称す。
【０１０２】
　重み時系列微分算出部１７２Ｂは、重み時系列算出部１７２Ａにより算出された第１重
み時系列Ａ１、第２重み時系列Ａ２及び第３重み時系列Ａ３から、重み時系列Ａの１階微
分Ａ´及び２階微分Ａ´´を算出する機能ブロックである。
【０１０３】
　この例では、重み時系列微分算出部１７２Ｂは、第１重み時系列Ａ１と第２重み時系列
Ａ２との差分を計算することにより、第１重み時系列１階微分Ａ１´を求め、第２重み時
系列Ａ２と第３重み時系列Ａ３との差分を計算することにより、第２重み時系列１階微分
Ａ２´を求める。そして、重み時系列微分算出部１７２Ｂは、第１重み時系列１階微分Ａ
１´と第２重み時系列１階微分Ａ２´との差分を計算することにより、重み時系列２階微
分Ａ´´を求める。
【０１０４】
　血圧判定部１７３は、重み時系列算出部１７２Ａにより算出された重み時系列Ａ、重み
時系列微分算出部１７２Ｂにより算出された第１重み時系列１階微分Ａ１´、第２重み時
系列１階微分Ａ２´及び重み時系列２階微分Ａ´´に対応する血圧の値を相間データＣＤ
に基づいて判定する機能ブロックである。この例では、血圧判定部１７３は、第１重み時
系列１階微分Ａ１´と第２重み時系列１階微分Ａ２´との平均値を重み時系列１階微分Ａ
´とし、重み時系列Ａ、重み時系列１階微分Ａ´及び重み時系列２階微分Ａ´´に対応す
る血圧の値を相間データＣＤから判定する。
【０１０５】
　推定血圧値出力部１７４は、血圧判定部１７３が判定した値を、被検者Ｐの血圧の推定
値ＥＶとして出力する機能ブロックである。
【０１０６】
［動作］
　つぎに、上記のように構成された血圧推定システム１５０における処理の流れを、図５
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及び図６のフローチャートに従って説明する。
【０１０７】
　図５に示すように、血圧推定システム１５０は、顔面画像取得処理Ｓ１と血圧推定処理
Ｓ２とを実行する。
【０１０８】
　顔面画像取得処理Ｓ１は、被検者Ｐの顔面画像ＦＩを取得する処理である。
【０１０９】
　血圧推定処理Ｓ２は、顔面画像取得処理Ｓ１により取得した被検者Ｐの顔面画像ＦＩの
空間的特徴量に基づいて当該被検者Ｐの血圧を推定する処理である。
【０１１０】
　図６に示すように、血圧推定処理Ｓ２には、相関データ記憶処理Ｓ２１と、重み時系列
算出処理Ｓ２２Ａと、重み時系列微分算出処理Ｓ２２Ｂと、血圧判定処理Ｓ２３と、推定
血圧値出力処理Ｓ２４と、が含まれる。
【０１１１】
　相関データ記憶処理Ｓ２１は、相間データＣＤを記憶する処理である。
【０１１２】
　重み時系列算出処理２２Ａは、顔面画像取得処理Ｓ１により取得した被検者Ｐの顔面画
像ＦＩを独立成分分析することにより、顔面画像ＦＩの空間的特徴量として、当該顔面画
像ＦＩの独立成分の重み時系列Ａを算出する処理である。
【０１１３】
　重み時系列微分算出処理２２Ｂは、重み時系列算出処理２２Ａにより算出された重み時
系列Ａの微分値すなわち、第１重み時系列１階微分Ａ１´、第２重み時系列１階微分Ａ２
´及び重み時系列２階微分Ａ´´を算出する処理である。
【０１１４】
　血圧判定処理Ｓ２３は、重み時系列Ａ、重み時系列１階微分Ａ´及び重み時系列２階微
分Ａ´´に対応する血圧の値を相間データＣＤに基づいて判定する処理である。
【０１１５】
　推定血圧値出力処理Ｓ２４は、血圧判定処理Ｓ２３による判定結果を、被検者Ｐの血圧
の推定値ＥＶとして出力する処理である。
【０１１６】
［作用・効果］
　上記のように構成された血圧推定システム１５０においては、被検者Ｐの顔面画像ＦＩ
が顔面画像取得装置１６０により撮像される。撮像された顔面画像ＦＩは、血圧推定装置
１７０に入力される。血圧推定装置１７０は、被検者Ｐの顔面画像ＦＩを独立成分分析す
ることにより、当該顔面画像ＦＩの独立成分の重み時系列Ａを抽出し、さらにその１階微
分Ａ´及び２階微分Ａ´´を求め、それらの値Ａ、Ａ´、Ａ´´に対応する血圧の値を相
間データＣＤに基づいて判定し、その値を被検者Ｐの血圧の推定値ＥＶとして出力する。
【０１１７】
　この血圧推定システム１５０によれば、被検者Ｐの顔面画像ＦＩの独立成分の重み時系
列Ａ及びその微分値Ａ´、Ａ´´に基づいて、被検者Ｐの血圧を非接触で瞬時にかつ正確
に推定することができる。具体的には、被検者Ｐの顔面画像ＦＩをワンショットで３枚撮
像するのみで、当該被検者Ｐの血圧を瞬時にかつ正確に推定することが可能となる。
【０１１８】
　さらに、この血圧推定システム１５０によれば、被検者Ｐの顔面画像ＦＩの独立成分の
重み時系列Ａの微分値Ａ´、Ａ´´に基づいて、空間的特徴量のその後の変化率を推定す
ることが可能となるので、被検者Ｐのその後の血圧変化の予測推定が可能となる。即ち、
血圧の変化率を精密に分析することができるため、当該測定時以降の血圧の変化を正確に
予測することが可能となる。
【０１１９】
　なお、上記の例では、第１重み時系列１階微分Ａ１´と第２重み時系列１階微分Ａ２´
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との平均値を重み時系列１階微分Ａ´としたが、第１重み時系列１階微分Ａ１´と第２重
み時系列１階微分Ａ２´のいずれか一つを重み時系列１階微分Ａ´としてもよい。
【０１２０】
［第３実施形態］
　図７に示す第２実施形態の血圧推定システム２００は、顔面画像取得装置（顔面画像取
得部）２１０と、血圧推定装置（血圧推定部）２２０と、学習装置（機械学習部）２３０
と、を有する。
【０１２１】
　顔面画像取得装置２１０は、被検者Ｐの顔面画像ＦＩを撮像するための装置である。顔
面画像ＦＩは、顔面熱画像ＦＴＩであっても顔面可視画像ＦＶＩであってもよい。顔面画
像ＦＩが顔面熱画像ＦＴＩである場合には、顔面画像取得装置２１０として、赤外線サー
モグラフィが用いられる。顔面画像ＦＩが顔面可視画像ＦＶＩである場合には、顔面画像
取得装置２１０として、可視画像撮像装置が用いられる。
【０１２２】
　血圧推定装置２２０は、本発明に係るプログラムを汎用のコンピュータにインストール
し実行することにより実現される。
【０１２３】
　血圧推定装置２２０は、顔面画像取得装置２１０により取得した顔面画像ＦＩの空間的
特徴量に基づいて、被検者Ｐの血圧を推定する装置である。
【０１２４】
　血圧推定装置２２０は、判定用特徴量記憶部２２１と、空間的特徴量抽出部２２２と、
血圧段階判定部２２３と、推定血圧段階出力部２２４と、を有する。
【０１２５】
　判定用特徴量記憶部２２１は、２段階又は３段階からなる血圧段階に対応する判定用の
空間的特徴量を記憶している機能ブロックである。判定用の空間的特徴量は、学習装置２
３０により抽出された空間的特徴量である。
【０１２６】
　空間的特徴量抽出部２２２は、顔面画像取得装置２１０により取得した顔面画像ＦＩの
空間的特徴量を抽出する機能ブロックである。
【０１２７】
　血圧段階判定部２２３は、空間的特徴量抽出部２２２により抽出された空間的特徴量と
判定用の空間的特徴量とに基づいて、被検者Ｐの血圧段階を判定する機能ブロックである
。
【０１２８】
　推定血圧段階出力部２２４は、血圧段階判定部２２３による判定結果を、被検者Ｐの血
圧段階の推定結果ＥＳとして出力する機能ブロックである。
【０１２９】
　学習装置２３０は、学習用データ記憶部２３１と、特徴量抽出部２３２と、特徴量学習
部２３３と、を有する。
【０１３０】
　学習用データ記憶部２３１は、２段階又は３段階からなる血圧段階のそれぞれに対応し
てラベル付けされた複数の学習用顔面画像を記憶している機能ブロックである。
【０１３１】
　特徴量抽出部２３２は、学習用顔面画像の空間的特徴量を学習済モデルＴＭを用いて抽
出する機能ブロックである。
【０１３２】
　特徴量学習部２３３は、特徴量抽出部２３２による抽出結果とその抽出対象とされた学
習用顔面画像に付されているラベルとの関係に基づいて、特徴量抽出部２３２による空間
的特徴量の抽出精度が高くなるように学習済モデルＴＭのネットワークパラメータを変更
する機能ブロックである。学習済モデルＴＭは、２段階又は３段階からなる血圧段階のそ



(20) JP 2021-41142 A 2021.3.18

10

20

30

40

50

れぞれに対応してラベル付けされた複数の学習用顔面画像を教師データに用いて、学習用
顔面画像に含まれる被検者Ｐの顔面画像の空間的特徴量を機械学習することにより生成さ
れる。
【０１３３】
［動作］
　つぎに、上記のように構成された血圧推定システム２００における処理の流れを、図８
～図１０のフローチャートに従って説明する。
【０１３４】
　血圧推定システム２００は、図８および図９に示す顔面画像取得処理Ｓ３及び血圧推定
処理Ｓ４と、図１０に示す学習処理Ｓ５と、を実行する。
【０１３５】
　顔面画像取得処理Ｓ３は、被検者Ｐの顔熱画像ＦＩを取得する処理である。
【０１３６】
　血圧推定処理Ｓ４は、顔面画像取得処理Ｓ３により取得した顔面画像ＦＩの空間的特徴
量に基づいて、被検者Ｐの血圧を推定する処理である。
【０１３７】
　図９に示すように、血圧推定処理Ｓ４には、判定用特徴量記憶処理Ｓ４１と、空間的特
徴量抽出処理Ｓ４２と、血圧段階判定処理Ｓ４３と、推定血圧段階出力処理Ｓ４４と、が
含まれる。
【０１３８】
　判定用特徴量記憶処理Ｓ４１は、２段階又は３段階からなる血圧段階に対応する判定用
の空間的特徴量を記憶する処理である。
【０１３９】
　空間的特徴量抽出処理Ｓ４２は、顔面画像取得処理Ｓ３により取得した顔面画像ＦＩの
空間的特徴量を抽出する処理である。
【０１４０】
　血圧段階判定処理Ｓ４３は、空間的特徴量抽出処理Ｓ４２により抽出された空間的特徴
量と判定用の空間的特徴量とに基づいて、被検者Ｐの血圧段階を判定する処理である。
【０１４１】
　推定血圧段階出力処理Ｓ４４は、血圧段階判定処理Ｓ４３による判定結果を、被検者Ｐ
の血圧段階の推定結果ＥＳとして出力する機能ブロックである。
【０１４２】
　図１０に示すように、学習処理Ｓ５には、学習用データ記憶処理Ｓ５１と、特徴量抽出
処理Ｓ５２と、特徴量学習処理Ｓ５３と、が含まれる。
【０１４３】
　学習用データ記憶処理Ｓ５１は、２段階又は３段階からなる血圧段階のそれぞれに対応
してラベル付けされた複数の学習用顔面画像を記憶する処理である。
【０１４４】
　特徴量抽出処理Ｓ５２は、学習用顔面画像の空間的特徴量を学習済モデルＴＭを用いて
抽出する処理である。
【０１４５】
　特徴量学習処理Ｓ５３は、特徴量抽出処理Ｓ５２による抽出結果とその抽出対象とされ
た学習用顔面画像に付されているラベルとの関係に基づいて、特徴量抽出処理Ｓ５２によ
る空間的特徴量の抽出精度が高くなるように学習済モデルＴＭのネットワークパラメータ
を変更する処理である。
【０１４６】
［作用・効果］
　上記のように構成された第２実施形態の血圧推定システム２００においては、被検者Ｐ
の顔面画像ＦＩが顔面画像取得装置２１０により撮像される。撮像された顔面画像ＦＩは
、血圧推定装置２２０に入力される。血圧推定装置２２０は、入力された顔面画像ＦＩの
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空間的特徴量を抽出し、その抽出した空間的特徴量と判定用の空間的特徴量とに基づいて
、被検者Ｐの血圧段階を判定し、その判定結果を、被検者Ｐの血圧段階の推定結果ＥＳと
して出力する。
【０１４７】
　この血圧推定システム２００によれば、被検者Ｐの顔面画像ＦＩの空間的特徴量に基づ
いて、当該被検者Ｐの血圧段階を非接触で瞬時に推定することができる。具体的には、被
検者Ｐの顔面画像ＦＩを一枚撮像するのみで、当該被検者Ｐの血圧を瞬時かつ正確に推定
することが可能となる。
【０１４８】
　また、第２実施形態の血圧推定システム２００は、学習装置２３０により抽出された空
間的特徴量を、判定用の空間的特徴量として用いる。学習装置２３０は、２段階又は３段
階からなる血圧段階のそれぞれに対応してラベル付けされた複数の学習用顔面画像を記憶
し、学習用顔面画像から被検者の顔面画像ＦＩの空間的特徴量を学習済モデルＴＭを用い
て抽出し、その抽出結果と抽出対象とされた学習用顔面画像に付されているラベルとの関
係に基づいて、被検者Ｐの顔面画像ＦＩの空間的特徴量の抽出精度が高くなるように学習
済モデルＴＭのネットワークパラメータを変更する。学習済モデルＴＭの学習が進むにつ
れて、顔面画像ＦＩの空間的特徴量の抽出精度が向上し、判定用特徴量記憶部１２１に記
憶される空間的特徴量の精度も向上する。
【０１４９】
　したがって、この血圧推定システム２００によれば、学習装置２３０における学習済モ
デルＴＭの学習が進むにつれて、血圧段階の推定精度を向上させることができる。
【０１５０】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されない。たとえば、上記第２実施形態では、血圧
推定システム２００が学習装置２３０を備えているが、学習装置２３０は省略可能である
。学習装置２３０を省略した場合、学習装置２３０以外の手段により抽出或いは生成した
空間的特徴量が血圧推定装置２２０の判定用特徴量記憶部２２１に記憶される。
【実施例】
【０１５１】
［第１実施形態の実施例］
１．実験の趣旨
　我が国では、生活習慣病患者の増加が社会問題となっている。生活習慣病は、不規則な
食生活や食べ過ぎ、運動不足などの生活習慣が原因で起こる病気であり、日常的に自らの
健康状態を把握することが必要である。その対策として血圧などのバイタルサインを日常
的に監視する方策がある。バイタルサインとは、「生きている証」を意味し、主に血圧、
心拍数、呼吸、体温の４つの指標を示す。
　バイタルサインは健康状態の指標として多用されており、バイタルサインの日常的監視
は生活習慣病などの病気の早期的発見につながることが期待される。日常的なバイタルサ
イン監視の実現に向けては、無拘束・無意識・非接触での計測が必要不可欠であり、多く
の研究が行われている。非接触血圧計測の先行研究では、赤外線サーモグラフィカメラに
て取得した鼻部皮膚温度と血圧間で回帰分析し血圧推定モデルの構築が行われてきた。
　しかし鼻部皮膚温度などの局所的部位のみならず、広範囲の顔面部位に心理生理状態に
関連することが分かっている。一方顔面熱画像(ｆａｃｉａｌ　ｔｈｅｒｍａｌ　ｉｍａ
ｇｅ：以下ＦＴＩと略記）に独立成分分析(ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｃｏｍｐｏｎｅｎ
ｔｉｍａｇｅ：以下、ＩＣＡと略記）を適用し特徴量を抽出することで、独立成分と各生
理心理指標の因果関係を明らかにする手法が提案されている。そこで本研究は、顔面熱画
像の独立成分に基づく血圧推定技術の開発を目的とし、ＦＴＩにＩＣＡを適用し抽出した
独立成分と平均血圧(Ｍｅａｎ　ｂｌｏｏｄ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ：以下ＭＢＰと略記）と
の重回帰分析を行い、血圧と関連がある特徴量の抽出、血圧推定を試みた。
【０１５２】
２．実験方法



(22) JP 2021-41142 A 2021.3.18

10

20

30

40

〈２・１〉実験環境
　被検者は健常成人男性１人(２２歳）、計測は２４．５℃の対流のないシールドルーム
で行った。被検者には予め実験内容・目的・調査対象を口頭及び書面にて十分説明し、署
名により実験協力に対する同意を確認し、計測の１５分前にはシールドルームに入室させ
室温に馴化させた。計測項目はＦＴＩ連続血圧計によりＭＢＰ、心拍出量(Ｃａｒｄｉａ
ｃ　ｏｕｔｐｕｔ：ＣＯ）、全末梢血管抵抗（Ｔｏｔａｌ　ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　ｖａ
ｓｃｕｌａｒ　ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ：ＰＲ）、心拍数(Ｈｅａｒｔ　ｒａｔｅ：ＨＲ）
の計測を行った。ＦＴＩは、赤外線サーモグラフィ装置(ＴＶＳ　２００ＥＸ；ＡＶＩＯ
ＮＩＣＳ社製を被検者の前方１．２ｍの位置に配置して計測を行った。熱画像サイズは３
２０×２４０ｐｉｘｅｌ、温度分解能は０．１℃である。顔面皮膚放射率はε＝０．９８
とし、熱画像は１Ｈｚのサンプリング周波数で記録した。連続血圧計は、被検者の左手中
指第二関節に連続血圧・血行力学動態測定器(Ｆｉｎｏｍｅｔｅｒｍｏｄｅｌ２、Ｆｉｎ
ａｐｒｅｓｓ　ＭｅｄＩＣＡｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｂ.Ｖ社製の指用カフを装着し測定を
行い、サンプリング周波数１ＨｚでＰＣに記録した。
【０１５３】
〈２・２〉計測方法
　実験プロトコルを図１１に示す。実験は６０ｓ間の安静(Ｒｅｓｔ）及び３０ｓ間のヴ
ァルサルバ試験（Ｖａｌｓａｌｖａ　ｍａｎｅｕｖｅ：以下Ｖａｌｓａｌｖａと略記）か
ら構成される。Ｖａｌｓａｌｖａ（Ｔａｓｋ）を３回行い、その前後にＲｅｓｔを設けた
。実験時間は３３０ｓ間である。なお、実験は常時閉眼状態で行った。またＦＴＩ、連続
血圧計は実験の開始から終了で測定を行った。
【０１５４】
３．解析方法
〈３・１〉ＩＣＡ記録した熱画像から図９のように毛髪及び背景が映らないよう、ＦＴＩ
領域をａ×ｂピクセルで抽出した。そして１回の実験で抽出した３３０ｓ分のＦＴＩをx(
t）＝[x1、xz、…、xk］（t=1、2、…、330）（k=1、2、…、ａ×ｂ）
　一次元ＦＴＩベクトルに展開し、同様に３３０ｓ分のＦＴＩベクトルを、下記行列（１
）に格納する。
【０１５５】
【数１】

【０１５６】
　そしてそれを観測信号xとしＩＣＡを適用した。ＩＣＡは、
【０１５７】

【数２】

【０１５８】
　という関係式（２）において、観測信号xから独立成分行列Sを推定する混合行列Ａを求
める。観測信号xにＩＣＡを適用すると、独立成分行列Ｓと混合行列Ａはそれぞれ、
【０１５９】
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【数３】

【数４】

【０１６０】
　として推定される。またnは独立成分数とした。以上より、独立成分行列Ｓは、顔面皮
膚温の特徴量は、顔面皮膚温の特徴量(ａ×ｂ）×nの行列、混合行列Ａは各独立成分snの
観測信号xへの寄与n×tの行列として推定される。以降では、各成分に対応した混合行列
の成分an(t）を重み時系列と呼ぶことにする。
【０１６１】
　ＩＣＡでは観測成分数と独立成分数が等しいと仮定する。実際独立成分数は通常未知の
場合が多く、明確な独立成分数は存在しない場合が多い。ここでは、独立成分数は１４と
した。
【０１６２】
＜３・２＞　重回帰分析
　ＩＣＡによって得られた重み時系列を説明変数、ＭＢＰを目的変数とし独立成分との因
果関係を明らかにした。重回帰分析の変数選択は、ステップワイズ法によりモデルを最適
化した後、説明変数のＰ値が０．０５以下になるまでモデルの最適化を行った。多重共線
性の有無を確認するため、分散拡大係数（ＶＩＦ）が５．０以上の成分がある場合は除去
した。またその成分を除去した後再び説明変数の最適化を行った。
【０１６３】
４．実験結果及び考察
　図１３にＭＢＰ、ＣＯ、ＴＰＲ、ＨＲの実験開始から終了までの時系列変化を示す。ま
た網掛け部分は、Ｖａｌｓａｌｖａ試験中の区間を示す。その結果Ｖａｌｓａｌｖａ試験
開始直後は、ＨＲが減少し同様に心臓から拍出される血液の量も減少するためＣＯ減少、
ＭＢＰの変動及び交感神経系活動亢進に伴うＴＰＲの増大が認められた。Ｖａｌｓａｌｖ
ａ試験終了後は、ＣＯ、ＴＰＲが試験前の状態に戻り、ＭＢＰが増加した。この結果より
Ｖａｌｓａｌｖａ試験中とＶａｌｓａｌｖａ終了後の血圧変動の機序は異なることが示さ
れた。
【０１６４】
　図１４に実験開始から終了までのＦＴＩの観測信号にＩＣＡを適用して得られた独立成
分と、それに対応した重み時系列とを示す。この結果、第８成分は両頬、第１０成分は唇
のように顔面の様々な部位に特徴量が表れた。一方、第７成分は、鼻孔に特徴量が表れて
おり、その成分の重み時系列はＲｅｓｔ区間になると急激な変動を繰り返している。この
結果から、第７成分はＶａｌｓａｌｖａ試験によって生じた呼吸成分であることが考えら
れ、重回帰分析の説明変数から除去した。そこでＩＣＡによって抽出された平均血圧と重
み時系列を用いて、重回帰分析を行った。
【０１６５】
　表１にＭＢＰと重み時系列の重回帰分析によって得られた偏回帰係数を示す。この結果
、ＭＢＰと重み時系列とでは相関関係（Ｒ2＝０．５８）が認められた。そこで目的変数
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ＭＢＰに対して寄与率の高い独立成分を確認するため標準偏回帰係数を算出した。その結
果を表２に示す。これより第１３成分、第１４成分の標準偏回帰係数が高くなった。この
結果、顔全体や右目右眉付近に現現れた特徴量が血圧と関連があることが示唆された。
【０１６６】
【表１】

【表２】

【０１６７】
　図１５に重回帰分析によって得られたＭＢＰ推定値と測定値の結果を示す。推定値と測
定値の平均２乗誤差を算出した結果５４．９９ｍｍＨｇとなった。Ｖａｌｓａｌｖａ試験
開始直後及び終了直後のＭＢＰの急激な変動時において推定値と測定値に大きな誤差がみ
られた。ＭＢＰの急激な変動と関連がある特徴量を抽出することで、血圧推定の精度が向
上することが考えられる。
【０１６８】
５．まとめ
　本実験では、顔面熱画像の独立成分に基づく血圧推定技術の開発を目的とし、ＦＴＩに
ＩＣＡを適用し抽出した独立成分とＭＢＰとの重回帰分析を行い、血圧と関連がある特徴
量の抽出、血圧推定を試みた。その結果、ＩＣＡによって抽出された重み時系列とＭＢＰ
は相関関係（Ｒ2＝０．５８）が認められ、顔全体、右目右眉付近に現れた特徴量が血圧
と関連があることが示唆された。
【０１６９】
［第２実施形態の実施例］
１．実験の趣旨
　第１実施形態と同趣旨である。
２．実験方法
　実験は、異なる血圧変動機序を促す寒冷昇圧試験(ｃｏｌｄ　ｐｒｅｓｓｏｒ　ｔｅｓ
ｔ：以下ＣＰＴと略記）及びＶａｌｓａｌｖａを実施した。被験者は、ＣＰＴは健常成人
７人(男性：４人、女性：３人、２１．４±０．５歳）、Ｖａｌｓａｌｖａは健常成人7人
(男性：4人、女性：3人、１．６±０．５歳）とした。計測指標は赤外線サーモグラフィ
カメラ（ＴＶＳ－２００ＥＸ；ＡＶＩＯＮＩＣＳ社製）によりＦＴＩ、連続血圧計(Ｆｉ
ｎｏｍｅｔｅｒ　ｍｏｄｅ１２、Ｆｉｎａｐｒｅｓｓ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ
Ｂ．Ｖ社製）によりＭＢＰの計測を行った。なお実験は、椅子に着座し常時閉眼状態で実
施し、ＣＰＴでは被験者の右手を１２℃の水に入れ、Ｖａｌｓａｌｖａでは被験者に息を
止めてもらった。実験は、安静閉眼６０ｓ及び血圧変動試験３０ｓで構成され、３回繰り
返し実施した。
【０１７０】
　また、導出した一般モデルの性能評価を行うため性能評価実験を行った。被験者は、Ｖ
ａｌｓａｌｖａとＣＰＴの実験に参加してない健常成人５人(男性：４人、女性：１人、
２３．０±３．５歳）、実験室で行った。実験は、３０ｓの安静閉眼のみから構成され、
ＦＴＩ及びＭＢＰの測定を行った。
【０１７１】
３．解析方法
＜３・１＞個人モデル導出
　計測した熱画像から毛髪及び背景が映らないよう、ＦＴＩ領域をa×bピクセルで抽出し
た。抽出した各ＦＴＩは、２×２ピクセルでモザイク処理を行った後、体動成分を除去す
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るため0.1Hzのローパスフィルターを適用した。そしてＦＴＩを一次元ベクトルに展開し
、実験時間ｔ秒のＦＴＩベクトルを前述の式（１）に示す行列Xに格納した。
【０１７２】
　本実施例では，混在した信号から独立した信号を抽出する手法として独立成分分析を行
った。独立成分分析は、Ｘを観測信号、Ａを独立成分に対する寄与、Ｓを独立成分とする
と前述の式（２）で表すことができる。
【０１７３】
　本実施例では、Ｘを観測信号としＩＣＡに適用した。適用結果の一例を図１６に示す、
ＳはＦＴＩの特徴量の行列、Ａは各独立成分の観測信号とＸへの寄与の行列として推定さ
れる。以降では，独立成分Ａを重み時系列と呼ぶことにする。次に、ＭＢＰとＡの時系列
データに対して１０秒間の移動平均フィルタを適用し平滑化を行った。なお、顔面皮膚温
度は皮膚血流の速度と力によって変動する。そこで血流の速度と力を考慮するために、重
み時系列1階微分Ａ´及び重み時系列２階微分Ａ´´を算出し、説明変数をＭＢＰ目的変
数をＡ、Ａ´及びＡ´´とし血圧推定個人モデルを導出した。
【０１７４】
＜３・２＞　一般モデルの導出
　導出された血圧推定個人モデルから、血圧と関連する独立成分を抽出し行列に集約させ
た。その行列をSBPと定義した。
【０１７５】
【数５】

【０１７６】
　SBPは、ｃ×ｄピクセルに画素数を統一した後、各画像毎に最大値１最小値０となるよ
うに正規化を行った。次に、集約された行列から、類似した独立成分を除去するために各
画像毎に相関分析を適用し、Ｒ＞０．６の時の画像を除去し、下記式（６）に示す重み時
系列Ａeを算出した。
【０１７７】

【数６】

【０１７８】
　重み時系列ＡeからＡｅ´及びＡｅ´´を算出し、説明変数を全被検者のＭＢＰ、目的
変数をＡe、Ａｅ´及びＡｅ´´として血圧推定モデルを導出し、そのモデルを一般モデ
ルと定義した。なお本研究では，ＣＰＴ、Ｖａｌｓａｌｖａ、ＣＰＴとＶａｌｓａｌｖａ
との混成(Ｈｙｂｒｉｄｓ）から抽出された血圧と関連する独立成分を集約させ、３種類
の一般モデルを構築し比較を行った。
【０１７９】
４．結果及び考察
　図１７に、ＶａｌｓａｌｖａとＣＰＴのＦＴＩから推定した血圧推定個人モデルの導出
結果を示す。横軸は各Ｔａｓｋ、縦軸は平均二乗誤差を示す。図１７より、Ｖａｌｓａｌ
ｖａとＣＰＴではほとんど同じ精度で血圧が推定され、本手法により両血圧変動機序のＭ
ＢＰを推定することができることが明らかになった。次に個人モデルで抽出された独立成
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分を用い、Ｖａｌｓａｌｖａ、ＣＰＴ、Ｈｙｂｒｉｄｓの一般モデルを導出した。その一
般モデルに対して、未知データを用い性能評価を行った。その結果を図１８に示す。横軸
は一般モデルの種類、縦軸は平均誤差、ベースラインは誤差が０であることを示す。図１
８より、Ｖａｌｓａｌｖａは低く、ＣＰＴは高く血圧推定され、Ｈｙｂｒｉｄｓでは一番
高精度で平均誤差１．２６ｍｍＨｇ程度で推定された。これらから、二つの血圧変動機序
と関連する独立成分を集約させ一般モデルを導出することで血圧を推定することができる
ことが明らかになった。
【０１８０】
５．まとめ
　本実施例では、顔面皮膚温度独立成分による血圧推定を目的とし、ＦＴＩにＩＣＡを適
用し抽出した独立成分を用い血圧推定個人モデルを導出し、個人モデルから抽出された血
圧と関連する独立成分を集約させ血圧推定一般モデルを導出した。その結果、本手法を用
いることで血圧変動機序に関わらず個人モデルを導出することができ、両血圧変動機序の
個人モデルから集約させた独立成分から構築した一般モデルの精度１．２６ｍｍＨｇが最
も高かった。これらから、本実施例の手法を用いることで血圧を推定することができるこ
とが明らかになった。
【０１８１】
［第３実施形態の実施例］
１．実験の趣旨
　生活習慣病の1つとされる高血圧症は、我が国の三大死因のうち脳血管障害及び心臓血
管障害の危険因子である。厚生労働省平成２６年患者調査によると、高血圧性循環器疾患
の推計患者総数は、平成２０年以降増加傾向である。超高齢社会である現代において、高
齢者の循環器系疾患の重症化による高齢者の生活機能低下などが問題となっており、高血
圧症を含めた生活習慣病の早期発見や重症化予防対策が進められている。
【０１８２】
　日本高血圧学会のガイドラインによると、血圧は測定した収縮期血圧及び拡張期血圧を
もとに正常域血圧と高血圧に分類、高血圧はI度高血圧、II度高血圧及びIII度高血圧の３
段階に細分類され、以上の血圧段階が高血圧症の診断基準として広く利用されている。
【０１８３】
　さらに、高血圧症の診断基準や重症度の判定には診療室血圧測定が利用されるが、医療
機関での一時的な緊張により血圧が上昇する白衣高血圧や、医療機関では正常な血圧値で
ある一方で在宅時では高血圧になる仮面高血圧の存在が問題となっている。
【０１８４】
　高血圧症の早期発見や重症化予防には、在宅時を含めた日常生活においてバイタルサイ
ンの連続的モニタリングが必要不可欠である。日常生活におけるバイタルサインの連続的
モニタリングの実現には、低侵襲的かつ無意識的にバイタルサインをセンシングする技術
が必要である。近年では、スマートフォンのカメラで撮影した指尖容積脈波や顔面可視画
像より抽出された脈波成分から被撮影者の心拍数を推定する技術など、低侵襲的なバイタ
ルサインセンシングの技術が確立しつつある。
【０１８５】
　我々は非接触的な血圧センシング技術の確立を目指し、非接触的に計測した鼻部皮膚温
度と平均血圧、 顔面可視画像より抽出した鼻部領域の脈波成分の振幅・位相と平均血圧
間の相関分析を行った。先行研究では解析対象領域を鼻部に限定していたが、解析対象領
域を顔面全体に拡張し、顔面全体より血圧に関連する特徴を抽出することで、血圧推定精
度の向上が期待できる。さらに近年では、生体情報に深層学習アルゴリズムを適用する研
究も行われており、顔面皮膚温度分布に深層学習アルゴリズムを適用することで眠気段階
に関連する特徴抽出及び眠気段階推定モデル構築の試みが行われている。
【０１８６】
　血圧変動時における顔面皮膚温度分布に深層学習アルゴリズムを適用することで、血圧
に関連する特徴の抽出、さらには血圧段階の推定ができれば、非接触的な高血圧症の診断
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及び日常生活におけるバイタルサインの連続的モニタリングの実現に繋がると期待できる
。
【０１８７】
　本実施例では、非接触的センシング技術を利用したバイタルサインの連続的モニタリン
グの実現を目指し、血圧を変動させた状態で計測した顔面皮膚温度分布に深層学習アルゴ
リズムを適用することで、血圧に関連する特徴を抽出し、その特徴をもとに血圧段階を推
定する個人モデルの構築を試みた。
【０１８８】
２．寒冷負荷試験による血圧変動実験
　血圧変動実験として寒冷負荷試験を実施した。寒冷負荷試験中において赤外線サーモグ
ラフィカメラを利用した顔面皮膚温度分布の計測と同時に、連続血圧計を利用した平均血
圧の計測を行った。
【０１８９】
＜２・１＞　実験条件
　被検者は健常成人男性６名及び女性１名（年齢：２２．６±２．９歳）とした。実験は
室温２５±１℃、照度９００－１０００ｌｕｘのオフィス照明環境の実験室内にて行った
。実験は、概日リズムの影響を考慮して日中に行った。
【０１９０】
＜２・２＞　実験環境
　実験環境は、被検者が座るための椅子、テーブル、寒冷負荷試験用の恒温水槽（ＮＣＢ
－２５１０、東京理化器械株式会社）、赤外線サーモグラフィカメラ（ＴＶ－２００ＥＸ
、日本アビオニクス株式会社）からなる構成とした。テーブルは被検者の正面に配置し、
テーブルの右に恒温水槽を配置した。寒冷負荷試験の対象部位を被検者の右手としたため
、恒温水槽は被検者の右手首までが水槽中の水に浸るように配置した。また、テーブルの
上に被検者の右手を拭くためのタオルを配置した。赤外線サーモグラフィカメラは、被検
者の顔面皮膚温度分布が計測できるように被検者の顔面から７０ｃｍ離した箇所に配置し
た。
【０１９１】
＜２・３＞　実験方法
　被検者の顔面皮膚温度を実験室の室温に馴化させるために、被検者には実験開始１５分
以上前に実験室に入室させた。実験室に入室後、被検者に対して実験概要の十分な説明を
行い、実験参加の同意を得た。実験参加の同意を得た後、連続血圧計（Ｆｉｎｏｍｅｔｅ
ｒ　ｍｏｄｅｌ２、Ｆｉｎａｐｒｅｓ　ＭｅｄＩＣＡｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）の血圧計測用
カフを被検者の左手中指の第一関節と第二関節の中間部位に装着した。実験は安静閉眼２
分間及び寒冷負荷試験１分間を１セットとし、合計３セット行った後に安静閉眼を1分間
行い終了とした。実験中、被検者は座位状態を維持してもらった。寒冷負荷試験では、水
温１４℃に保持した恒温水槽内の水に被検者の右手の手首が浸るまで入れるように教示し
た。寒冷負荷試験終了後、テーブルの上のタオルの上に右手を置くように教示した。
【０１９２】
　顔面皮膚温度分布は１ｆｐｓで計測した。顔面皮膚温度情報を含有する顔面熱画像のサ
イズは縦２４０ｐｉｘｅｌ、横３２０ｐｉｘｃｅｌとし、皮膚の熱放射率は０．９８とし
た。一方、連続血圧計のサンプリング周波数は１Ｈｚとした。連続血圧計にて計測した平
均血圧の時系列データについて、被検者の体動による連続血圧計の計測値の急激な変動の
影響を少なくするために、連続血圧計より出力された計測値に２０秒ごとの移動平均を適
用したデータを平均血圧の解析データとした。
【０１９３】
３．深層学習による血圧段階推定
　本実施例では、血圧変動実験にて計測した顔面皮膚温度分布に畳み込みニューラルネッ
トワーク（Ｃｏｎｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ　Ｎｅｕｒａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：ＣＮＮ）を利
用した深層学習アルゴリズムを適用することで血圧段階推定のための個人モデルの構築を
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試みた。ＣＮＮはＭＡＴＬＡＢ（登録商標）２０１８ａ（ＭａｔｈＷｏｒｋｓ社）を用い
て構築した。
【０１９４】
＜３・１＞　血圧段階の定義
　ここで、血圧変動の時系列の代表例を図１９に示す。ただし、横軸は１回目の安静閉眼
開始後の経過時間、縦軸は２０秒ごとの移動平均を行った後の平均血圧である。図中のＴ
ａｓｋは寒冷負荷試験区間であり、寒冷負荷試験区間の平均血圧は、安静閉眼区間の平均
血圧と比較して高いことが明らかとなる。図１９に示す被検者Ｇの平均血圧の最低値は７
１．３ｍｍＨｇ、最高値は８８．４ｍｍＨｇであった。全被検者の実験における平均血圧
の最高・最低値を表３に示す。
【０１９５】
【表３】

【０１９６】
　本実施例では、実験中の平均血圧値をＬｏｗ　ｌｅｖｅｌ・Ｈｉｇｈ　ｌｅｖｅｌに分
ける２段階、及びＬｏｗ　ｌｅｖｅｌ・Ｍｉｄｄｌｅ　ｌｅｖｅｌ・Ｈｉｇｈ　ｌｅｖｅ
ｌに分ける３段階を血圧段階として定義した。２段階では実験中の平均血圧が、平均血圧
の最低値と最高値の中間値よりも低い場合をＬｏｗ　ｌｅｖｅｌ、高い場合をＨｉｇｈ　
ｌｅｖｅｌとした。一方３段階では実験中の平均血圧の変動範囲を３等分し、３等分した
中で低い範囲をＬｏｗ　ｌｅｖｅｌ、中程度の範囲をＭｉｄｄｌｅ　ｌｅｖｅｌ、高い範
囲をＨｉｇｈ　ｌｅｖｅｌとした。
【０１９７】
＜３・２＞　深層学習の入力データ作成　
　血圧変動実験中に計測した顔面皮膚温度分布をＣＮＮの入力データとした。
　顔面皮膚温度分布の情報を含有する顔面熱画像より、一定の温度値を閾値とした二値化
画像を作成した。その二値化画像より顔面領域を特定した後縦２００ｐｉｘｅｌ、横２０
０ｐｉｘｅｌにトリミングすることで、顔面皮膚温度分布の情報のみを含む画像を作成し
た。各皮膚温度分布は、同時に計測した平均血圧値をもとに各血圧段階に分類した。各血
圧段階における顔面皮膚温度分布を、顔面皮膚温度分布の中央を中心に対し－１５～１５
°でランダムに回転させることでデータ拡張を行い、その後間引きすることで各段階にお
ける入力データ数を均等にした。
【０１９８】
＜３・３＞ＣＮＮ構成とハイパーパラメータの最適深層学習において、ＣＮＮの層数やフ
ィルタサイズなどのハイパーパラメータが推定精度に大きく影響することが考えられるが
、最適なハイパーパラメータの選択及び調整は困難である。近年、Ｇｒｉｄ　ｓｅａｒｃ
ｈ法やＲａｎｄｏｍｉｚｅｄ　ｓｅａｒｃｈ法など、ハイパーパラメータを自動的に調整
する手法が利用されている。ここでは、ベイズ最適化によりハイパーパラメータの最適化
を行った。
【０１９９】
　ＣＮＮは入力層、畳み込み層、正規化層、プーリング層、全結合層及び出力層からなる
構成とした。各畳み込み層のフィルタサイズを３、ストライドを１、パディングサイズを
１と設定し、ｎ層目における畳み込み層のフィルタ枚数を３２×２ｎ1枚とした。一方、
各プーリング層のサイズを２、ストライドを２とし、プーリング手法は最大値プーリング
とした。各畳み込み層及びプーリング層の間でバッチ正規化を行った後に正規化線形関数
を適用した。全結合層の素子数は各血圧段階に対応して２及び３とし、活性化関数はソフ
トマックス関数とした。
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【０２００】
　ベイズ最適化は、各被検者の個人モデルとなるＣＮＮにそれぞれ適用した。ベイズ最適
化にて最適化するハイパーパラメータは畳み込み層数、初期学習率、モーメンタム及びＬ
２正規化強度とした。ハイパーパラメータの探索範囲は、畳み込み層数は３～１５、初期
学習率は０．０００１～０．０５、モーメンタムは０．８～０．９５、Ｌ２正規化強度は
１０－１０～０．０１とした。
【０２０１】
　ベイズ最適化において、各被検者の顔面皮膚温度分布を入力データとし、全入力データ
の８０％を訓練データ、残りの２０％をテストデータとした。上記の入力データを、それ
ぞれのハイパーパラメータでのＣＮＮに学習し、出力となる分類誤差をベイズ最適化の目
的関数とした。目的関数を最小化することで、最適なハイパーパラメータを決定した。ベ
イズ最適化の結果、各被検者の最適なＣＮＮの構成は同一となった（表４参照）。
【０２０２】
【表４】

【０２０３】
　表４において、Ｃｏｎｖは畳み込み層、ＢａｔｃｈＮｏｒｍはバッチ正規化層、Ｍａｘ
Ｐｏｏｌｉｎｇは最大化プーリング層、ＦＣは全結合層、ＲｅＬＵは正規化線形関数、Ｓ
ｏｆｔｍａｘはソフトマックス関数である。また、全結合層のサイズは２段階では２、３
段階では３である。さらに、各被検者の最適なハイパーパラメータを表５および表６に示
す。ハイパーパラメータは被検者ごとに異なる値を示した。
【０２０４】



(30) JP 2021-41142 A 2021.3.18

10

20

30

40

50

【表５】

【表６】

【０２０５】
＜３・４＞　顔面皮膚温度分布の深層学習
　各被検者の顔面皮膚温度分布を入力データとし、ベイズ最適化にて最適化されたＣＮＮ
を適用することで血圧段階推定の個人モデルを構築した。
　ＣＮＮの学習則は誤差逆伝播法とした。訓練データ入力時の出力と血圧段階である目的
変数の誤差が２０％となった時点で学習終了とした。学習を行う際に、全入力データの８
０％を訓練データ、残りの２０％をテストデータとし、５回交差検証を行った。１回の交
差検証においてそれぞれ１０回精度検証を行い、各交差検証で得られた正答率を平均する
ことで最終的な正答率を取得した。
【０２０６】
４．結果及び考察
＜４・１＞　血圧変動実験による平均血圧の変動
　血圧変動実験における平均血圧変位を図２０に示す。横軸は実験における安静閉眼（Ｒ
）及び寒冷負荷試験（Ｔ）区間を示し、縦軸は１回目の安静閉眼（Ｒ１）区間をベースラ
インとしたときの平均血圧変位を示す。また、図２０中のプロットは被検者の平均値、エ
ラーバーは標準偏差を示す。さらに、Ｗｉｌｃｏｘｏｎ符号順位検定の結果、すべての寒
冷負荷試験（Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３）区間及び４回目の安静閉眼（Ｒ４）区間における平均血
圧変位がベースラインと比べ有意に上昇していることが明らかとなった（＊：ｐ＜０．０
５）。先行研究の結果より、寒冷負荷試験において全末梢血管抵抗値が上昇することが示
されており、寒冷負荷試験における平均血圧の上昇は全末梢血管抵抗の上昇に起因すると
考えられる。
【０２０７】
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＜４・２＞　血圧段階推定の正答率
　２段階及び３段階での血圧段階推定における混同行列の代表例を図２１、図２２に示す
。混同行列の縦は実際の段階、横は推定された段階である。図２１では、２段階推定で最
も正答率が高かった被検者Ａの混同行列を、図２２では、２段階推定で最も正答率が低か
った被検者Ｇの混同行列を示す。被検者Ａにおける２段階推定では、高い水準で推定でき
る結果が示された一方で、３段階推定では、特にＭｉｄｄｌｅ　ｌｅｖｅｌとＬｏｗ　ｌ
ｅｖｅｌ間での分類が困難である結果が示された。一方、被検者Ｇにおける２段階推定で
は、Ｈｉｇｈ　ｌｅｖｅｌの時の皮膚温度分布をＬｏｗ　ｌｅｖｅｌと推定したサンプル
が多く、３段階推定では、特にＬｏｗ　ｌｅｖｅｌの時の皮膚温度分布をＨｉｇｈ　ｌｅ
ｖｅｌと推定したサンプルが多い結果となった。全被検者の血圧段階推定の正答率を表７
に示す。全被検者の正答率について、２段階推定では８０％以上の正答率である一方で、
３段階推定では６５～８５％程度の正答率となり、２段階推定と比較して正答率が低くな
った。
【０２０８】

【表７】

【０２０９】
　ここで、血圧変動実験における平均血圧の最高・最低値の差と血圧段階推定の正答率の
散布図と回帰直線を図２３に示す。横軸は平均血圧の最高・最低値の差、縦軸は血圧段階
推定の正答率である。また、図中の直線は線形回帰直線、Ｒ２は回帰係数を示す。２段階
推定及び３段階推定の結果においてともに、平均血圧の最高・最低値の差が小さいと血圧
段階推定の正答率が低下する傾向が認められ、特に、平均血圧の最高・最低値の差と３段
階推定の正答率との間で中程度の相関が認められた。２段階推定及び３段階推定で最も正
答率が低かった被検者Ｇは、平均血圧の最高・最低値の差は１７．１ｍｍＨｇと全被検者
の中で最低値であった。血圧段階定義時に、平均血圧の最高・最低値の差を２等分あるい
は３等分するために、平均血圧の最高・最低値の差が小さいほど各段階間の血圧値の差も
小さくなる。血圧変動が小さいほど顔面皮膚温度分布変動も小さくなるために、平均血圧
の最高・最低値の差が最低値であった被検者Ｇの血圧段階推定の正答率が低くなったと考
えられる。
【０２１０】
＜４・３＞　ＣＮＮ内の特徴マップ解析
　本実施例では、ＣＮＮの畳み込み層のフィルタにおける特徴マップを解析することで、
顔面上における血圧に関連する特徴を抽出し、各血圧段階の特徴マップの比較を行った。
　ここでは、２段階推定で最も正答率が高かった被検者Ａと、２段階推定で最も正答率が
低かった被検者Ｇの特徴マップを掲載する。各血圧段階での顔面皮膚温度分布の入力に対
する、被検者Ａの畳み込み層１層目の特徴マップを図２４に、畳み込み層２層目の特徴マ
ップを図２５に、畳み込み層３層目の特徴マップを図２６に示す。また、各血圧段階での
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顔面皮膚温度分布の入力に対する、被検者Ｇの畳み込み層１層目の特徴マップを図２７に
、畳み込み層２層目の特徴マップを図２８に、畳み込み層３層目の特徴マップを図２９に
示す。ただし、図２４から図２９は各畳み込み層のフィルタにおける特徴マップの中で活
性化が最大であった特徴マップを示し、特徴マップのカラーバーの最大値は同層の全特徴
マップの活性化の最大値、カラーバーの最小値は同層の全特徴マップの活性化の最小値を
示す。
【０２１１】
　被検者Ａは血圧段階がＭｉｄｄｌｅ　ｌｅｖｅｌの時には、両目、鼻背、鼻翼、唇上部
の周囲付近にて活性化が認められた（図２６（ｂ）参照）。一方で、血圧段階がＬｏｗ　
ｌｅｖｅｌの時には、左目、鼻翼、唇上部の周囲付近にて活性化が認められた（図２６（
ｃ）参照）。血圧段階がＨｉｇｈ　ｌｅｖｅｌの時には、Ｍｉｄｄｌｅ　ｌｅｖｅｌ及び
Ｌｏｗ　ｌｅｖｅｌ時に強く活性化された箇所では強い活性化は認められなかった。
【０２１２】
　被検者Ｇは全ての血圧段階において眉、目、鼻翼にて活性化が認められた（図２９参照
）。血圧段階がＨｉｇｈ　ｌｅｖｅｌ及びＭｉｄｄｌｅ　ｌｅｖｅｌの時には、眉、目、
鼻翼に加えて唇にも活性化が認められ、さらに血圧段階がＭｉｄｄｌｅ　ｌｅｖｅｌの時
には右頬にも活性化が認められた（図２９（ａ）、（ｂ）参照）。
【０２１３】
　各血圧段階での顔面皮膚温度分布の入力に対する、全被検者の畳み込み層３層目の特徴
マップで活性化が認められた顔面部位を表８に示す。各被検者内において、血圧段階に応
じて顔面上に表出する特徴部位が変化することが示された。さらに、被検者間で顔面上に
表出する特徴部位が異なることが示された。被検者間で顔面上に表出する特徴部位が異な
る要因として、顔面の形状や顔面内の血管構造が異なることが考えられる。深層学習では
、血圧段階に応じて表出部位が異なる特徴を捉えることで血圧段階推定を実現することが
示唆された。さらに、被検者間で顔面上に表出する特徴部位が異なることから、血圧段階
推定モデル構築には個人性を考慮する必要性も示唆された。
【０２１４】
【表８】

【０２１５】
　皮膚温度は、前毛細血管括約筋の収縮を支配する交感神経系活動により変動する皮膚血
流量に依存するが、前毛細血管括約筋の弛緩には収縮に比べ時間を要するためにヒステリ
シス特性が存在する。皮膚温度はヒステリシス特性により血圧変動に比べ、皮膚温度が変
動するタイミングが遅れる可能性があることが考えられる。より高精度な血圧センシング
の実現には、血圧変動と皮膚温度変動間の時間差を考慮する必要があると考えられる。一
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方、脈波情報は血圧変動時に瞬時に変動するために、脈波伝播時間などが血圧の指標とし
て使用されている。近年では、顔面可視画像より非接触的に顔面脈波成分を取得する研究
も進められている。皮膚温度分布と顔面脈波成分の併用、すなわち温度情報と脈波情報を
併用することでも、より高精度な非接触的血圧センシングの実現に繋がると考えられる。
【０２１６】
５．まとめ
　本実験では、非接触的センシング技術を利用したバイタルサインの連続的モニタリング
の実現を目指し血圧を変動させた状態で計測した顔面皮膚温度分布に深層学習アルゴリズ
ムを適用することで血圧に関連する特徴を抽出し、その特徴をもとに血圧段階を推定する
個人モデルの構築を試みた。その結果、２段階推定では８０％以上、３段階推定では６５
～８５％程度の正答率となった。さらに、各被検者内において、血圧段階に応じて顔面上
に表出する特徴部位が変化すること、被検者間で顔面上に表出する特徴部位が異なること
が示された。
【産業上の利用可能性】
【０２１７】
　本発明の血圧推定システムは、被検者の血圧を非接触で瞬時に推定することができるの
で、被検者の日常生活における血圧を推定するための手段、自動車を運転中のドライバの
血圧を推定するための手段、等、幅広い技術分野における利用可能性がある。
【符号の説明】
【０２１８】
１００　血圧推定システム
１１０　顔面画像取得装置（顔面画像取得部）
１２０　血圧推定装置（血圧推定部）
１２１　相関データ記憶部
１２２　空間的特徴量抽出部
１２３　血圧判定部
１２４　推定血圧値出力部
１５０　血圧推定システム
１６０　顔面画像取得装置（顔面画像取得部）
１７０　血圧推定装置（血圧推定部）
１７１　相関データ記憶部
１７２　空間的特徴量抽出部
１７２Ａ　重み時系列算出部
１７２Ｂ　重み時系列微分算出部
１７３　血圧判定部
１７４　推定血圧値出力部
２００　血圧推定システム
２１０　顔面画像取得装置（顔面画像取得部）
２２０　血圧推定装置（血圧推定部）
２２１　判定用特徴量記憶部
２２２　空間的特徴量抽出部
２２３　血圧段階判定部
２２４　推定血圧段階出力部
２３０　学習装置（機械学習部）
２３１　学習用データ記憶部
２３２　特徴量抽出部
２３３　特徴量学習部
ＣＤ　相関データ
ＥＶ　推定値
ＥＳ　推定結果
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ＦＩ　顔面画像
ＦＴＩ　顔面熱画像
ＦＶＩ　顔面可視画像
Ｐ　被検者
ＴＭ　学習済モデル
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【手続補正書】
【提出日】令和2年9月2日(2020.9.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１７５】
【数５】

【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１７７】



(39) JP 2021-41142 A 2021.3.18

【数６】



(40) JP 2021-41142 A 2021.3.18

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｇ０６Ｔ    7/00     ３５０Ｃ        　　　　　
   　　　　                                Ａ６１Ｂ    5/022    ４００Ｅ        　　　　　

(72)発明者  中野　研一
            東京都北区堀船２－１７－１　株式会社東書エステート内
Ｆターム(参考) 4C017 AA08  AB06  AC28  BC11  BD01  FF05  FF08 
　　　　 　　  5L096 AA03  AA06  BA06  BA13  CA04  DA02  EA35  EA39  EA43  FA32 
　　　　 　　        FA33  FA34  HA11  JA11  KA04 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	overflow

